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は
じ
め
に

財
政
投
融
資
制
度
の
改
革
は
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
二
十
条
二
項
(
平
成
十
年
法
律
第
百
三
号
)
(
財
務
省
の
編
成
方
針
)
に
基
づ

き
制
度
検
討
が
進
め
ら
れ
、
二

O
O
O
年
五
月
二
四
日
に
成
立
し
た
「
資
金
運
用
部
資
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
(
施
行
日
平
成

十
三
年
四
月
一
日
)
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
二
十
条
二
項
で
は
、
財
政
投
融
資
制
度
を
抜
本
的
に
改
革

す
る
こ
と
と
し
、
①
資
金
運
用
部
資
金
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
号
)
の
定
め
る
郵
便
貯
金
及
び
年
金
積
立
金
の
資
金
運
用
部
へ
の
義

務
的
預
託
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
、
②
既
往
の
貸
付
け
の
継
続
に
関
わ
る
資
金
繰
り
に
配
慮
す
る
こ
と
(
「
激
変
緩
和
措
置
」
)
、
③
市
場
原
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理
に
則
り
新
た
な
機
能
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
、
な
ど
が
基
本
的
事
項
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
資
金
運
用
部

資
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
一
条
で
は
、
改
革
後
の
新
財
政
投
融
資
制
度
に
関
す
る
基
本
的
事
項
と
し
て
、
①
制
度
の
中
核
を
担
う

「
財
政
融
資
資
金
」
の
設
置
を
行
う
こ
と
、
②
特
別
会
計
の
積
立
金
等
で
財
政
融
資
資
金
に
預
託
さ
れ
た
資
金
及
び
財
政
融
資
資
金
特
別
会

計
か
ら
の
繰
入
金
等
を
統
合
管
理
す
る
こ
と
、
③
財
政
融
資
資
金
を
も
っ
て
園
、
地
方
自
治
体
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

(
特
殊
法
人
等
)
に
対
し
て
確
実
か
つ
有
利
な
運
用
と
な
る
融
資
を
行
う
こ
と
、
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(

l

)

(

2

)

 

制
度
的
に
財
政
と
金
融
の
中
間
に
位
置
す
る
財
政
投
融
資
制
度
は
、
明
治
時
代
に
創
設
さ
れ
た
「
準
備
金
制
度
」
を
前
身
と
す
る
制
度
で

祭
あ
り
、
創
設
以
来
、
経
済
成
長
の
た
め
の
基
盤
整
備
や
国
民
生
活
の
充
実
に
貢
献
し
て
き
た
。
金
融
的
に
調
達
し
た
資
金
を
財
政
的
に
活
用

考酔
し
、
政
策
領
域
の
拡
充
と
多
様
化
を
資
金
面
か
ら
支
え
て
き
た
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
「
財
政
需
要
の
拡
大
に
対
す
る
補
填
的

時
運
用
と
そ
れ
に
伴
う
不
良
資
産
等
の
増
加
」
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
「
財
政
制
度
の
危
機
克
服
に
向
け
た
財
政
規
律
の
確
保
を
目
指
す
運
用

(3) 

以
適
正
化
へ
の
努
力
」
を
繰
り
返
す
歴
史
も
重
ね
て
き
た
。
郵
便
貯
金
を
中
心
と
す
る
少
額
の
国
民
の
貯
蓄
を
国
家
信
用
を
背
景
に
集
め
、
豊

串
富
な
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
資
金
量
(
資
金
運
用
部
資
金
等
)
を
背
景
に
運
用
範
囲
を
拡
大
さ
せ
、
そ
の
結
果
生
じ
た
不
良
資
産
等
の
処
理
と

齢
財
政
規
律
の
再
生
に
繰
り
返
し
努
力
し
て
き
た
歴
史
を
財
政
投
融
資
制
度
は
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
歴
史
の
中
に
は
、
政
治
、
官
僚
制
な

版
ど
に
内
在
す
る
媒
介
要
因
の
特
性
を
通
じ
た
政
策
形
成
へ
の
多
属
性
問
題
の
深
刻
化
や
取
引
コ
ス
ト
理
論
で
指
摘
し
て
い
る
リ
ス
ク
コ
ス
ト

行町
村
や
非
確
実
性
コ
ス
ト
等
事
後
コ
ス
ト
に
関
す
る
回
避
型
意
思
決
定
の
問
題
が
内
在
す
る
。

腕

二

O

O

一
年
四
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
新
財
政
投
融
資
制
度
は
、
既
往
の
制
度
体
質
に
対
し
て
金
融
改
革
、
行
財
政
改
革
の
側
面
か
ら
市

飾
場
原
理
、
競
争
原
理
の
活
用
と
統
制
基
準
の
見
直
し
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
財
政
運
営
は
当
然
の
こ
と
、
政
策
形
成
に
も
影
響
を
与
え
る
要

蜘
因
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
財
投
債
、
財
投
機
関
債
の
発
行
に
よ
る
財
源
調
達
の
変
革
と
そ
れ
に
伴
う
公
的
部
門
の
信
用
構
造
の
変
化
、
財

鵬
源
と
な
る
資
金
の
流
動
性
・
変
動
性
の
高
ま
り
に
よ
る
事
業
や
政
策
の
コ
ス
ト
構
造
に
関
す
る
質
的
変
化
、
制
度
全
体
と
し
て
の
説
明
責
任

北法51(5・3)1585



説

と
情
報
共
有
の
追
求
な
ど
が
上
げ
ら
れ
る
。
財
政
投
融
資
制
度
の
改
革
は
、
混
合
経
済
に
お
け
る
新
し
い
官
民
関
係
を
模
索
す
る
取
り
組
み

で
あ
り
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
二
十
条
二
項
に
示
さ
れ
た
「
市
場
原
理
に
則
り
新
た
な
機
能
に
相
応
し
い
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
」

と
す
る
基
本
事
項
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
以
上
の
認
識
の
下
で
、
新
旧
制
度
比
較
を
通
し
て
財
政
投
融
資
制
度
改
革
の
性
格
を

整
理
す
る
と
同
時
に
、
新
財
政
投
融
資
制
度
が
今
後
の
行
財
政
運
営
に
与
え
る
影
響
を
論
説
す
る
。

jヒ法51(5・4)1586

論

第
一
章

N
P
M
理
論
の
実
践
と
財
政
投
融
資
制
度
改
革

財
政
投
融
資
制
度
は
、
郵
便
貯
金
、
年
金
制
度
を
通
じ
て
集
め
た
国
民
の
資
金
を
、
政
策
的
に
社
会
資
本
整
備
(
日
本
道
路
公
団
、
都
市

基
盤
整
備
公
団
等
を
通
じ
た
高
速
道
路
や
都
市
整
備
等
へ
の
投
資
)
や
政
策
融
資
(
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
、
住
宅
金

(
4
)
 

融
公
庫
等
を
通
じ
た
産
業
、
中
小
企
業
や
個
人
向
け
資
金
の
融
資
)
等
に
運
用
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
現
行
財
政
投
融
資
(
以
下
「
旧

財
投
」
と
略
す
)
が
制
度
的
に
二

O
O
一
年
四
月
か
ら
抜
本
的
に
改
正
さ
れ
、
新
し
い
制
度
(
以
下
「
新
財
投
」
と
略
す
)
に
移
行
す
る
。

財
政
投
融
資
制
度
は
、
金
融
改
革
、
行
財
政
改
革
の
狭
間
で
新
旧
制
度
交
代
の
「
変
革
の
時
代
」
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
変
革
の

時
間
軸
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
財
政
投
融
資
制
度
に
流
れ
る
資
金
が
二

O
O
一
年
度
の
新
制
度
ス
タ
ー
ト
に
よ
っ
て
、

旧
財
投
か
ら
新
財
投
に
全
て
入
れ
替
わ
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
旧
財
投
の
資
金
運
用
部
資
金
残
高
は
逓
減
す
る
も
の
の
、
新
制
度
ス

タ
ー
ト
以
降
も
二

O
O
八
年
頃
ま
で
の
第
一
ス
テ
ッ
プ
(
旧
財
投
制
度
に
対
す
る
郵
便
貯
金
等
現
行
資
金
運
用
部
預
託
金
の
残
存
と
新
制
度

移
行
後
の
激
変
緩
和
措
置
の
存
在
)
、
そ
し
て
こ

O
一二

O
年
頃
ま
で
の
第
二
ス
テ
ッ
プ
(
特
殊
法
人
等
財
投
対
象
機
関
へ
の
既
往
運
用
最
長

残
存
期
間
等
)
と
旧
財
投
的
性
格
を
有
す
る
資
金
が
長
期
に
わ
た
っ
て
存
在
し
続
け
る
。
す
な
わ
ち
、
暫
く
の
問
、
実
質
的
に
新
財
投
と
旧

財
投
が
並
存
す
る
形
と
な
り
、
旧
財
投
か
ら
新
財
投
へ
と
徐
々
に
資
金
の
流
れ
が
移
行
し
段
階
的
に
世
代
交
代
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。



財
政
投
融
資
制
度
の
新
旧
交
代
は
、
漸
進
的
で
あ
り
金
融
改
革
等
の
変
革
速
度
と
の
聞
に
歪
み
を
も
た
ら
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
も
の
の
、

郵
便
貯
金
等
の
資
金
運
用
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
の
金
融
制
度
、
行
財
政
制
度
、
そ
し
て
国
や
地
方
自
治
体
の
政
策
展
開
に
段
階
的
世
代
交

代
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
徐
々
に
し
か
し
着
実
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と
な
る
。
今
回
の
改
革
は
、
財
政
投
融
資
制
度
を
通
じ
て
行
財
政
に

供
給
さ
れ
て
き
た
資
金
の
質
を
変
化
さ
せ
、
同
時
に
そ
の
資
金
で
展
開
し
て
き
た
社
会
資
本
整
備
を
は
じ
め
と
し
た
政
策
、
事
業
の
質
に
変

化
を
与
え
る
要
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
橋
本
政
権
以
降
取
り
組
ま
れ
て
い
る
行
財
政
改
革
は
、
八
0
年
代
工
業
先
進
国
で
形
成
さ
れ
た

N
P

M
理
論
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
財
政
投
融
資
制
度
改
革
も
そ
う
し
た
大
き
な
流
れ
の
中
に
あ
る
、
そ
こ
で
、

N
P
M
 (
Z問
看

財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察

E
σ
z
n
z
g同
開
町
四
国
伺
口
同
)
理
論
に
つ
い
て
基
本
的
事
項
を
ま
ず
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節

N
P
M
理
論
と
そ
の
実
践

九
0
年
代
に
お
け
る
日
本
の
行
財
政
改
革
そ
し
て
財
政
投
融
資
制
度
改
革
の
必
要
性
の
背
景
と
し
て
は
、
経
済
の
成
熟
化
と
金
融
改
革
の

進
展
な
ど
の
要
因
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
行
財
政
改
革
の
流
れ
の
根
底
に
は
、
八

0
年
代
を
中
心
と
し
て
行
財
政
の
現
場

か
ら
の
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
理
論
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た

N
P
M
理
論
が
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
財
政
投
融
資
制
度
改
革
や
園
、
地

方
自
治
体
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
貸
借
対
照
表
の
作
成
を
は
じ
め
と
し
た
公
会
計
の
見
直
し
、
政
策
評
価
・
事
業
評
価
制
度
の
導
入
、

P
F

I
(有司円尽号仲芝〈
g釦円R白
-
虫U以F
ロE同Eロ
2
宮E-

日
本
に
お
け
る
導
入
に
お
い
て
も
実
践
的
手
法
が
先
行
す
る
流
れ
が
強
い
。
こ
の
た
め
、

北法51(5・5)1587 

場
か
ら
実
践
的
に
形
成
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
た
め
、

公
会
計
や
政
策
評
価
、

P
F
I等
の
個
別
事
例
の
根
底
に
共
通
す
る
思
考
を
行
政
組
織
の
意
思
決
定
や
管
理
体
制
に
取
り
込
む
こ
と
が
充
分

で
は
な
い
の
が
実
態
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
公
会
計
の
見
直
し
、
評
価
、

P
F
I等
の
手
段
が
目
的
化
し
て
し
ま
う
実
態
も
少
な
く
な
い
。



説

N
P
M
理
論
を
実
践
す
る
に
は
同
理
論
を
支
え
る
基
本
思
考
を
明
確
に
し
、
公
的
部
門
全
体
で
新
た
な
統
制
基
準
の
形
成
に
向
け
て
共
有
す

る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
欧
州
に
お
い
て
は
、
通
貨
統
合
へ
の
参
加
条
件
と
し
て
示
さ
れ
た
「
財
政
赤
字
対
G
D
P
比
三
%
以
内
」
等
を
達

(5) 

成
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
構
造
的
不
況
を
克
服
す
る
た
め

N
P
M
理
論
の
体
系
的
実
践
が
具
体
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

N
P
M
理
論
で
は
、

民
間
部
門
に
お
け
る
自
由
な
経
済
活
動
が
尊
重
さ
れ
、
効
率
化
や
有
用
性
向
上
に
向
け
て
公
的
部
門
の
な
か
に
積
極
的
に
民
間
企
業
の
経
営

手
法
や
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
手
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
る
。

N
P
M
理
論
の
基
本
思
考
と
し
て
は
、
次
の
四
点
が
上
げ
ら
れ
る
。

北法51(5・6)1588

ヨ辺ぉ
阿岡

第
二
節

四
つ
の
基
本
思
考

(
二
裁
量
権
の
拡
大

第
一
は
、
下
位
に
位
置
す
る
行
政
部
局
あ
る
い
は
責
任
単
位
に
対
し
て
可
能
な
限
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
提
供
方
法
等
に
関
す
る

裁
量
権
を
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
は
、
上
位
組
織
が
決
定
し
た
規
則
や
運
営
ル

l
ル
等
に
よ
っ
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
方
法
等
が

統
制
さ
れ
、
企
画
と
業
務
が
語
離
し
や
す
い
状
況
、
す
な
わ
ち
「
ル

l
ル
ド
ラ
イ
ブ
型
」
の
行
政
組
織
体
質
(
「
行
政
管
理
モ
デ
ル
」
と
し

て
の
官
僚
制
度
)
を
強
く
有
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
、

N
P
M
理
論
で
は
可
能
な
限
り
裁
量
権
を
行

政
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
担
う
部
局
に
移
行
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ド
ラ
イ
ブ
型
」
の
行
政
組
織
体
質
(
「
顧
客
た
る
国
民
本
位

(
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モ
デ
ル
」
と
し
て
の
官
僚
制
度
)
の
形
成
に
努
力
す
る
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ド
ラ
イ
ブ
型
は
、
官
が
決
定
し
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
れ
ま

で
の
姿
か
ら
、
国
民
ニ

i
ズ
を
主
体
と
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
姿
に
移
行
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
同
時
に
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供

に
対
す
る
行
政
全
体
と
し
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
担
保
す
る
た
め
、
業
績
と
成
果
に
よ
っ
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
資
源
活
用
の
監
督
・



統
制
を
行
い
政
策
的
意
思
決
定
の
合
理
性
を
確
保
す
る
。
こ
の
た
め
、
裁
量
権
の
移
行
と
同
時
に
責
任
の
移
行
と
責
任
者
へ
の
権
限
集
中
が

必
要
と
な
る
。

(
二
)
市
場
原
理
、
競
争
原
理
の
活
用

財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察

第
二
は
、
市
場
原
理
と
競
争
原
理
の
公
的
分
野
へ
の
活
用
で
あ
る
。
民
営
化
、
外
部
化
、
官
民
連
携
、
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ

l
化
(
日
本
の
独

立
行
政
法
人
検
討
の
原
型
)
、
契
約
型
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、

P
F
I等
も

N
P
M理
論
を
基
本
と
し
て
公
的
部
門
に
市
場
原
理
等
の
導
入
と

活
用
を
具
体
的
に
拡
大
さ
せ
る
手
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
八
0
年
代
以
降
固
有
企
業
の
民
営
化
が
進
め
ら
れ
、
そ
れ
と
同

時
に
外
部
化
等
の
手
段
に
よ
り
公
的
部
門
全
体
に
つ
い
て
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
関
す
る
コ
ス
ト
分
析
(
市
場
化
チ
ェ
ッ
ク
)
が
進
め
ら
れ
て

(7) 

き
た
。N
P
M理
論
で
重
要
な
点
は
、
従
来
型
の
行
政
に
対
し
て
市
場
原
理
的
発
想
を
単
純
に
当
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
方
法
自
体
を
見
直
す
こ
と
で
、
事
業
運
営
等
に
対
し
て
民
間
的
発
想
や
手
法
を
取
り
込
む
努
力
を
展
開
す
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

市
場
原
理
や
競
争
原
理
を
公
的
部
門
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
に
、
資
金
、
人
材
、
情
報
等
公
的
部
門
に
投
入
さ
れ
る
資
源
の
多

様
化
を
図
る
こ
と
、
第
二
に
、
市
場
原
理
、
競
争
原
理
に
対
す
る
公
的
部
門
の
対
応
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
一
の
資
源
投

入
の
多
様
化
は
、
財
政
制
度
、
公
務
員
制
度
等
の
改
革
も
含
め
公
的
部
門
の
組
織
体
質
や
そ
こ
で
形
成
さ
れ
る
意
思
決
定
等
を
変
え
る
取
り

組
み
で
あ
り
、
第
二
の
市
場
原
理
等
へ
の
対
応
力
の
強
化
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
果
た
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
債
権
者
た
る
住
民
そ
し
て
財
源
の

重
要
な
供
給
者
で
あ
る
市
場
に
対
す
る
説
明
責
任
の
充
実
、
説
明
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
で
、
市
場
の
錯
誤
等
に
翻
弄
さ
れ
な
い
強
い
公

的
部
門
の
体
質
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
資
源
投
入
の
多
様
化
や
市
場
へ
の
説
明
責
任
、
説
明
能
力
の
向
上
と
拡
充
は
、
財
政
投
融
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資
制
度
改
革
に
伴
う
財
投
債
、
財
投
機
関
債
発
行
等
財
源
の
多
様
化
に
加
え
、
地
方
債
の
新
た
な
発
行
形
態
の
模
索
等
公
的
部
門
の
信
用
構

造
を
再
検
討
す
る
上
で
も
不
可
欠
な
要
素
と
な
る
。

弓ι
抗冊

と
く
に
財
政
投
融
資
及
ぴ
財
投
対
象
機
関
た
る
特
殊
法
人
の
業
務
は
、
行
政
代
行
的
な
も
の
か
ら
、
民
間
業
務
に
近
い
も
の
ま
で
多
種
多

様
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
公
的
部
門
へ
の
資
源
投
入
の
多
様
化
を
図
り
業
務
領
域
を
見
直
す
べ
き
重
要
な
対
象
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
民
営
化
か
ら
エ

i
ジ
エ
ン
シ

l
化
に
至
る
ま
で
、
官
民
関
係
の
形
態
は
多
彩
で
あ
る
。
例
え
ば
、
民
営
化
の
場
合
は
、
公
的
資
源
か

ら
民
間
資
源
の
支
配
に
組
織
体
自
体
を
移
行
さ
せ
、
移
行
後
の
組
織
体
へ
の
公
的
部
門
の
介
入
は
必
要
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
形
態
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

P
F
I
は
事
業
に
関
す
る
資
源
投
入
や
管
理
運
用
等
の
責
任
も
含
め
た
役
割
分
担
を
官
民
間
の
契
約
で
明
確
に
す
る
こ
と

で
公
的
部
門
へ
の
資
源
投
入
の
多
様
化
を
図
る
こ
と
に
中
心
が
あ
る
。
そ
し
て
、
エ

l
ジ
ェ
ン
シ

l
制
度
で
は
、
公
的
統
制
は
極
め
て
限
定

(
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的
と
な
り
公
的
部
門
に
対
す
る
固
有
責
任
の
み
を
エ

l
ジ
エ
ン
シ

l
組
織
は
負
担
す
る
姿
と
な
る
。
こ
う
し
た
多
彩
な
官
民
関
係
を
政
策
や

事
業
の
性
格
そ
し
て
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
柔
軟
且
つ
敏
速
に
選
択
で
き
る
行
財
政
制
度
を
構
築
す
る
取
り
組
み
が
必
要
と
さ
れ
る
。

会
二
統
制
基
準
の
見
直
し

第
三
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
事
業
展
開
を
司
る
統
制
基
準
の
見
直
し
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
国
や
地
方
自
治
体
等
で
取
り
組
ま
れ
て

き
た
外
部
委
託
等
ア
ウ
ト
ソ

l
シ
ン
グ
の
方
式
は
、
行
政
組
織
の
統
制
基
準
(
意
思
決
定
の
媒
介
要
因
、
属
性
等
)
は
ル

l
ル
ド
ラ
イ
ブ
型

の
ま
ま
で
そ
の
提
供
作
業
に
つ
い
て
民
間
側
に
委
ね
る
方
法
が
主
体
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
コ
ス
ト
削
減
に
は
あ
る
程
度
資
し
て
も
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
有
用
性
を
高
め
る
こ
と
に
は
充
分
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
実
態
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
外
部
委
託
方
式

だ
け
で
な
く
、
「
市
場
原
理
、
競
争
原
理
の
活
用
」
の
節
で
整
理
し
た

P
F
I
や
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
手
法
に
お
い
て
も
共
通
す
る
点
で
あ
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る
。
例
え
ば
、
八
0
年
代
の
中
曽
根
内
閣
で
本
格
的
に
展
開
さ
れ
た
「
第
一
一
一
七
ク
タ
l
」
方
式
で
は
、
国
や
多
く
の
地
方
自
治
体
で
実
質
上

の
事
業
破
綻
の
実
態
を
生
み
出
し
、
国
や
地
方
自
治
体
の
財
政
に
も
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
に
至
っ
て
い
る
事
例
が
少
な
く
な
い
。
こ
う
し

た
事
業
破
綻
の
原
因
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
組
織
以
上
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
与
し
た
官
民
関
係
(
い
わ
ゆ
る
属
性
)
の
硬
直
的
体
質
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
民
間
と
の
共
同
業
務
で
あ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の
意
思
決
定
に
対
し
て
官
の
統
制
基
準
を
適
用
し
、
市
場
原
理
や
競
争
原

(9) 

理
の
活
用
の
利
点
を
相
殺
し
て
き
た
点
が
問
題
点
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
官
の
統
制
基
準
を
残
し
た
ま
ま
、

P
F
I
や
エ
イ
ジ

エ
ン
シ
ー
な
ど
の
仕
組
み
を
公
的
部
門
に
導
入
し
て
も
、
第
三
セ
ク
タ
ー
同
様
の
失
敗
を
繰
り
返
す
危
険
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察

こ
れ
に
対
し
て
、

N
P
M
理
論
に
基
づ
く
統
制
基
準
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
り
納
税
者
で
も
あ
る
国
民
の
ニ

l
ズ
を
基
本
と

す
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ド
ラ
イ
ブ
型
を
指
向
す
る
。
そ
こ
で
は
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
、
満
足
度
な
ど
常
に
国
民
ニ

l
ズ
の
測
定
を
重
要
な
評
価
基
準

に
お
い
た
政
策
形
成
や
政
策
展
開
が
基
本
と
さ
れ
る
。
な
お
、

N
P
M
理
論
に
お
け
る
国
民
ニ

l
ズ
を
基
本
と
す
る
政
策
形
成
は
、
従
来
の

情
報
の
寡
占
化
等
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
き
た
財
政
錯
覚
状
況
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
住
民
間
の
聞
か
れ
た
情
報
共
有
を
前
提

と
し
た
ニ

l
ズ
の
反
映
を
意
図
し
て
い
る
。

N
P
M
理
論
が
従
来
の
行
政
管
理
型
統
制
か
ら
顧
客
主
義
の
統
制
へ
転
換
す
る
考
え
方
と
い
わ

れ
る
所
以
で
あ
る
。
例
え
ば
、

N
P
M
理
論
の
実
践
に
お
い
て
は
、
行
政
組
織
の
重
要
な
媒
介
要
因
で
あ
る
人
事
に
対
す
る
考
え
方
も
転
換

す
る
必
要
性
が
生
じ
る
。
こ
れ
ま
で
公
的
部
門
に
お
け
る
人
事
は
、
官
僚
組
織
、
公
務
員
制
度
を
前
提
と
し
た
人
事
管
理
の
一
貫
と
し
て
評

価
さ
れ
実
践
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

N
P
M
理
論
に
基
づ
く
人
事
は
、
既
在
の
官
僚
組
織
、
公
務
員
制
度
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、

国
民
ニ

l
ズ
の
把
握
と
そ
れ
へ
の
対
応
を
第
一
と
す
る
人
事
制
度
、
公
務
員
制
度
が
前
提
と
さ
れ
る
。
欧
州
通
貨
統
合
に
お
い
て
も
っ
と
も

厳
し
い
財
政
赤
字
の
削
減
を
求
め
ら
れ
た
イ
タ
リ
ア
で
は
、

N
P
M
理
論
が
実
践
さ
れ
る
な
か
で
公
務
員
制
度
の
徹
底
し
た
見
直
し
が
実
施

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
第
一
に
能
力
主
義
、
第
二
に
労
働
時
間
制
、
第
三
に
契
約
制
、
第
四
に
政
治
任
命
制
の
導
入
が
図
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
見
直
し
は
、
人
事
管
理
的
性
格
の
強
か
っ
た
従
来
の
公
務
員
制
度
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ド
ラ
イ
ブ
型
に
変
革
し
、
顧
客
で
あ
り
納
税
者
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(
印
)

で
あ
る
市
民
の
視
点
か
ら
の
行
政
を
実
現
す
る
た
め
の
取
り
組
み
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

論

(
四
)
組
織
改
革

第
四
は
、
以
上
の
基
本
思
考
を
具
体
化
す
る
た
め
の
積
極
的
な
組
織
改
革
(
組
織
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
改
革
)
の
実
践
で
あ
る
。
こ
の
組
織

改
革
で
は
統
制
基
準
を
従
来
の
ま
ま
温
存
し
た
い
わ
ゆ
る
行
政
整
理
型
の
組
織
改
革
で
は
な
く
、
意
思
決
定
を
結
び
合
わ
せ
る
要
素
を
司
る

媒
介
要
因
(
人
事
、
予
算
)
、
そ
し
て
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
る
属
性
の
見
直
し
を
実
現
し
、
政
策
や
事
業
の
形
成
・
執
行
過
程
の
透
明

性
の
確
保
と
情
報
共
有
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
組
織
改
革
の
思
考
は
、
国
や
地
方
自
治
体
そ
し
て
官
と
民
の

関
係
の
見
直
し
に
も
共
通
し
た
事
項
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
る
住
民
に
近
い
地
方
自
治
体
に
対
し
よ
り
多
く

の
裁
量
権
と
責
任
を
移
行
す
る
地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
、
国
の
機
能
を
限
定
化
し
固
と
地
方
聞
の
新
し
い
統
制
基
準
の
形
成
と
組
織
改
革
が

進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
市
場
原
理
、
競
争
原
理
の
活
用
や
統
制
基
準
の
見
直
し
等
が
伴
わ
な
い
組
織
改
革
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
改
革

に
は
結
び
つ
く
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

第
三
節

マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
・
サ
イ
ク
ル
と

N
M
P
理
論
の
実
践
類
型

N
P
M
理
論
の
実
践
に
お
け
る
政
策
的
意
思
決
定
で
は
「
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
・
サ
イ
ク
ル
」
の
導
入
が
重
要
な
位
置
づ
け
と
さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
「

P
L
A
N
(計
画
)

D

O

(
実
行
)
|
S
E
E
(
評
価
)
」
の
構
造
で
あ
る
。
従
来
の

行
政
は
、
計
画
と
実
行
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
と
く
に
評
価
情
報
を
参
考
に
し
た
意
思
決
定
に
基
づ
く
事
業
と
計
画
そ
し
て
計
画
前
後
聞
の

ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
・
サ
イ
ク
ル
と
は
、
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リ
ン
ケ
イ
ジ
の
機
能
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

N
P
M
理
論
で
は
事
後
評
価
と
事
前
評
価
を
参
考
と
し
た
意
思
決

定
を
通
じ
て
旧
計
画
と
新
計
画
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
評
価
は
意
思
決
定
の
参
考
情
報
で
あ
り
意
思
決
定
そ
の
も
の
を
拘
束
す

る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
「
社
会
過
程
を
括
弧
に
入
れ
て
客
観
性
を
追
求
す
る
政
策
評
価
は
無
用
で
あ
り
、
逆
に
社
会
過
程
の
権
力
の
倫

(
日
)

理
と
価
値
と
を
全
く
遮
断
す
る
こ
と
の
な
い
政
策
評
価
は
自
殺
行
為
で
あ
る
」
と
の
指
摘
は
有
用
で
あ
る
。
そ
し
て
、
評
価
に
対
す
る
合
理

的
形
成
仮
説
あ
る
い
は
組
織
的
形
成
仮
説
ど
ち
ら
に
基
づ
く
に
せ
よ
、
評
価
結
果
に
対
す
る
説
明
責
任
の
存
在
が
重
要
と
な
る
。
こ
う
し
た

マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
・
サ
イ
ク
ル
は
、
行
政
内
部
組
織
へ
の
契
約
型
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
促
進
さ
せ
る
。
行
政
内
部
の
機
能
を
管
理
可
能
な
単

財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察

位
に
細
分
化
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
企
画
立
案
機
能
と
執
行
機
能
を
切
り
分
け
、
細
分
化
さ
れ
た
執
行
単
位
毎
に
業
務
目
標
の
設
定

と
そ
の
達
成
を
基
本
に
資
金
や
人
な
ど
の
資
源
を
配
分
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
従
来
の
法
令
や
公
務
員
制
度
に
よ
る
行
政
管
理

モ
デ
ル
か
ら
の
統
制
を
見
直
し
、
目
標
と
成
果
に
よ
る
管
理
モ
デ
ル
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
る
。
契
約
型
シ
ス
テ
ム
で
は
、
個
々
の
細
分
化
さ

れ
た
機
能
単
位
毎
に
目
標
と
成
果
に
よ
っ
て
予
算
の
配
賦
が
行
わ
れ
る
た
め
、
契
約
遂
行
責
任
の
所
在
が
明
確
化
す
る
と
一
方
で
、
契
約
執

行
と
目
標
達
成
に
関
す
る
情
報
開
示
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
基
準
の
仕
組
み
が
問
題
と
な
る
。
加
え
て
、
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
に
対

(ロ)

す
る
議
会
の
関
わ
り
方
が
課
題
と
な
る
。

N
P
M理
論
の
実
践
に
関
し
て
は
い
く
つ
か
の
類
型
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
類
型
化
と
は
、
市
場
原
理
、
競
争
原
理
の
活
用
範
囲
に

対
す
る
類
型
化
と

N
P
M
理
論
の
実
戦
に
向
け
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
類
型
化
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
公
的
部
門
の
全
て
に
対
し
て
可
能

な
限
り
市
場
原
理
や
競
争
原
理
を
活
用
す
る
イ
ギ
リ
ス
型
、
公
的
部
門
へ
の
活
用
は
限
定
的
な
範
囲
に
と
ど
め
、
公
的
部
門
に
経
営
者
と
し

て
の
意
思
決
定
の
導
入
を
重
視
す
る
北
欧
型
(
市
場
原
理
や
競
争
原
理
の
活
用
よ
り
公
的
部
門
の
効
率
化
に
向
け
た
契
約
型
シ
ス
テ
ム
の
導

入
を
重
視
す
る
)
、
市
場
原
理
、
競
争
原
理
を
経
済
・
社
会
の
基
本
と
し
公
的
部
門
自
体
を
限
定
的
に
考
え
る
ア
メ
リ
カ
型
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
適
用
範
囲
の
違
い
は
、
八
0
年
代
活
発
化
し
た
民
営
化
に
対
す
る
取
り
組
み
の
違
い
に
も
現
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
等
欧
州
諸
国

北i去51(5・11)1593 



説

で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
企
業
の
固
有
化
等
社
会
民
主
主
義
政
策
そ
し
て
、
混
合
経
済
体
質
を
強
め
た
た
め
、
公
的
部
門
に
多
く
の
民

間
可
能
領
域
が
内
存
し
、
八
0
年
代
以
降
可
能
な
限
り
市
場
原
理
や
競
争
原
理
を
活
用
す
る
こ
と
が
実
践
さ
れ
る
と
と
も
に
、
民
営
化
や
規

制
緩
和
等
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
的
部
門
の
範
囲
が
そ
も
そ
も
限
定
さ
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
公
的
主
体

が
担
う
領
域
の
ウ
ェ
ー
ト
が
小
さ
く
、
そ
の
結
果
民
営
化
よ
り
も
外
部
委
託
、
等
の
手
法
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。

ア
プ
ロ
ー
チ
の
類
型
と
し
て
は
、
国
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
方
式
で

N
P
M
理
論
を
推
進
し
た
サ
ッ
チ
ャ

l
政
権
下
の

jヒ法51(5・12)1594

論

イ
ギ
リ
ス
型
(
ブ
レ
ア
政
権
に
お
い
て
は

N
P
M
理
論
の
基
本
は
継
承
し
つ
つ
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
中
央
集
権
型
か
ら
地
方
主
体
型
に
、
市

場
原
理
重
視
か
ら
官
民
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
重
視
に
移
行
し
て
い
る
。
ブ
レ
ア
政
権
で
は
ベ
ス
ト
・
バ
リ
ュ
ー
原
則
を
政
策
転
換
の
柱
と

し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
に
効
率
性
、
コ
ス
ト
概
念
に
加
え
効
果
・
質
の
軸
を
加
え
る
一
方
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
を
公
的
部
門

に
限
定
せ
ず
、
民
間
部
門
の
提
供
も
含
め
て
住
民
の
最
大
厚
生
を
実
現
す
る
提
供
主
体
と
提
供
手
法
を
模
索
す
る
形
を
指
向
し
て
い
る
。
効

率
性
、
コ
ス
ト
概
念
に
効
果
・
質
と
い
っ
た
相
対
的
評
価
の
性
格
が
強
い
分
野
を
組
み
込
む
こ
と
に
対
す
る
客
観
性
の
担
保
と
し
て
、
サ
ツ

チ
ャ

l
政
権
以
上
に
情
報
の
質
と
共
有
を
求
め
て
い
る
)
、
地
方
自
治
体
、
地
域
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
方
式
で
推
進
し

(
日
)

た
北
欧
型
、
外
部
的
要
因
(
欧
州
通
貨
統
合
)
に
よ
っ
て
推
進
し
た
イ
タ
リ
ア
型
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
イ
ギ

リ
ス
型
ア
プ
ロ
ー
チ
は
可
能
な
限
り
公
的
部
門
に
市
場
原
理
や
競
争
原
理
の
活
用
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
混
合
経
済
的
体

質
が
強
か
っ
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
・
経
済
活
動
に
対
す
る
公
的
部
門
の
介
入
の
形
態
や
質
が
複
雑
で
そ
の
ウ
ェ
ー
ト

が
高
い
場
合
、
既
得
権
等
の
構
造
が
強
固
に
存
在
し

N
P
M
理
論
の
実
践
に
対
す
る
抵
抗
が
強
い
(
参
加
者
コ
ス
ト
の
問
題
)
半
面
、
そ
の

実
践
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
社
会
的
厚
生
も
大
き
く
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
型
の
場
合
、
社
会
・
経
済
活
動
の
基
本
が
市
場
原
理
一

や
競
争
原
理
に
立
脚
し
て
お
り
、
社
会
民
主
主
義
的
思
考
に
基
づ
く
公
的
部
門
の
領
域
や
介
入
は
限
定
的
な
構
造
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

N
P
M理
論
の
実
践
対
象
が
限
定
さ
れ
る
と
同
時
に
そ
の
効
果
に
よ
る
社
会
的
厚
生
の
向
上
も
限
定
的
と
な
る
傾
向
に
あ
る
。



戦
後
の
日
本
の
場
合
、
全
体
と
し
て
混
合
経
済
的
体
質
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
体
質
を
前
提
と
し
て
考
え
た
場
合
、
行
財
政
改
革
や

官
民
関
係
の
見
直
し
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
型
に
よ
り
可
能
な
限
り
市
場
原
理
、
競
争
原
理
を
公
的
部
門
に
活
用
す
る
思
考
を
導
入
す
る
こ
と

が
選
択
肢
と
な
る
。
公
的
部
門
に
は
市
場
原
理
等
の
活
用
は
馴
染
ま
な
い
と
い
っ
た
枠
組
み
を
当
初
か
ら
は
め
込
む
の
で
は
な
く
、
市
場
化

テ
ス
ト
を
可
能
な
限
り
段
階
的
に
拡
大
し
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
逆
に
、
公
的
部
門
が
担
う
セ
イ
フ
テ
ィ
!
ネ
ッ
ト
の
領
域

財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察

を
明
確
に
し
か
っ
強
く
形
成
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も

N
P
M理
論
実
践
の
初
期
段
階
で
は
比
較
的
単
純
で
業
務

量
が
数
的
に
測
定
可
能
な
業
務
を
中
心
に
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
、
九
二
年
の
地
方
自
治
法
に
基
づ
き
医
療
、
教
育
の
分
野
に
も
導
入
す
る
努

力
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
点
は
、
単
に
既
存
の
領
域
に
よ
る
枠
組
み
で
市
場
化
テ
ス
ト
の
議
論
を
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
既
存

の
枠
組
み
を
セ
グ
メ
ン
ト
と
し
て
細
分
化
し
機
能
面
か
ら
市
場
化
テ
ス
ト
を
展
開
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
公
的
部
門
で
形
成
さ

れ
る
財
政
・
会
計
や
成
果
情
報
の
質
的
向
上
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
九
七
年
誕
生
し
た
ブ
レ
ア
政
権
に
お
い
て
も
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
を
公
的
部
門
に
限
定
せ
ず
民
間
部
門
も
供
給
主
体
と
し
て
含
め
た
上
で
最
善
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
選
択
す
る
「
ベ
ス

ト
バ
リ
ュ
ー
原
則
」
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
説
明
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

第
四
節

取
引
コ
ス
ト
理
論
と
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
理
論

(

U

)

(

日
)

N
P
M
理
論
を
具
体
化
す
る
更
な
る
思
考
と
し
て
、
取
引
コ
ス
ト
理
論
と
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
理
論
が
あ
る
。
取
引
コ
ス
ト
理
論
は
公
的
部
門

に
お
け
る
政
策
決
定
に
関
す
る
コ
ス
ト
認
識
の
問
題
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
、
取
引
に
関
す
る
コ
ス
ト
を
事
前
と
事
後
に
分
離
す

る
。
事
前
の
コ
ス
ト
は
、
企
画
・
立
案
、
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
、
契
約
執
行
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
コ
ス
ト
、
事
後
の
コ
ス
ト
と
は
、
事
後
的

な
暇
庇
に
対
す
る
コ
ス
ト
、
事
業
等
の
更
新
・
維
持
コ
ス
ト
等
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
事
後
コ
ス
ト
の
発
生
は
、
本
来
リ
ス
ク
の
存
在
、
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説

情
報
の
非
対
称
性
等
に
よ
っ
て
大
き
く
異
り
ま
た
連
続
的
に
変
化
す
る
。
し
か
し
、
現
実
の
政
策
決
定
や
行
政
活
動
に
お
い
て
は
、
リ
ス
ク

の
存
在
や
環
境
の
不
確
実
性
が
イ
ン
ク
レ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
な
か
で
意
識
さ
れ
ず
、
行
政
が
確
保
し
て
い
る
情
報
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
に

対
す
る
配
慮
と
そ
れ
へ
の
対
応
が
不
十
分
(
注
意
の
限
界
問
題
)
で
あ
り
、
ま
た
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
情
報
を
前
提
と
し
た
意
思
決
定
に
お

い
て
も
政
治
等
の
属
性
が
多
く
影
響
す
る
こ
と
(
多
属
性
問
題
)
か
ら
、
前
例
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
不
確
実
性
等
の
存
在
を
回
避
し
、
自
ら

の
意
思
決
定
の
正
当
性
を
確
保
す
る
傾
向
を
強
め
る
。
と
く
に
、
意
思
決
定
や
事
業
へ
の
参
加
者
が
固
定
的
か
つ
多
様
な
領
域
に
及
ぶ
ほ
ど

参
加
者
変
更
の
コ
ス
ト
が
高
く
な
る
た
め
、
政
治
・
行
政
両
面
に
お
い
て
リ
ス
ク
の
存
在
や
環
境
変
化
に
対
す
る
対
応
を
回
避
す
る
傾
向
が

強
ま
る
。
こ
の
た
め
財
政
情
報
や
公
会
計
の
情
報
も
事
後
的
コ
ス
ト
を
把
握
す
る
仕
組
み
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
ず
ら
い
。
こ
う
し
た
傾
向

三'b.
白岡

は
、
行
政
組
織
が
硬
直
化
し
行
政
内
部
に
お
け
る
組
織
聞
の
情
報
の
非
対
称
性
(
縦
割
り
問
題
等
)
が
高
ま
る
こ
と
、
意
思
決
定
の
調
整
コ

ス
ト
が
拡
大
す
る
こ
と
、
形
式
主
義
に
よ
る
組
織
の
維
持
コ
ス
ト
が
拡
大
す
る
こ
と
等
に
よ
り
一
層
深
刻
化
す
る
。

ま
た
、
行
政
の
垂
直
的
関
係
に
お
い
て
も
企
画
立
案
部
門
と
業
務
執
行
部
門
の
情
報
が
非
対
象
化
を
進
め
、
企
画
立
案
部
門
の
業
務
執
行

部
門
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
力
が
低
下
し
、
前
例
踏
襲
型
の
業
務
執
行
が
固
定
化
す
る
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
点
を
整

理
し
た
の
が
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
|
制
度
を
支
え
る
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
理
論
で
あ
る
。
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
理
論
で
は
、
企
画
立
案
部
門
と
業
務
執
行
部

門
聞
の
利
害
関
係
は
一
致
し
な
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
加
え
て
情
報
に
つ
い
て
も
実
際
の
業
務
を
担
っ
て
い
る
業
務
執
行
部
門
が
優
位

に
保
有
す
る
た
め
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質
は
前
例
踏
襲
型
と
な
り
や
す
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
企
画
立
案
部
門
は
業
務
執
行
部
門
の
情

報
を
十
分
把
握
で
き
ず
利
害
関
係
も
一
致
し
な
い
中
で
制
度
や
政
策
の
企
画
立
案
を
行
う
こ
と
で
、
業
務
執
行
部
門
と
の
希
離
と
軌
離
を
拡

大
さ
せ
る
。

従
来
の
財
政
投
融
資
制
度
は
取
引
コ
ス
ト
理
論
と
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
理
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
を
複
合
的
に
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は

政
策
意
思
決
定
に
関
す
る
コ
ス
ト
情
報
の
質
の
問
題
そ
し
て
特
殊
法
人
を
中
心
と
し
た
財
投
対
象
機
関
の
問
題
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
民
間
部
門
に
任
せ
市
場
原
理
や
競
争
原
理
に
基
づ
く
資
源
・
コ
ス
ト
配
分

に
委
ね
た
方
が
適
切
か
否
か
市
場
化
チ
ェ
ッ
ク
の
継
続
的
実
施
を
行
う
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
、
第
二
に
行
政
内
部
の
取
引
コ
ス
ト
問
題
を

克
服
し
、
意
思
決
定
の
有
効
性
を
高
め
る
た
め
の
契
約
型
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
等
が
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
導
入
し
た
契

約
型
シ
ス
テ
ム
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
評
価
シ
ス
テ
ム
、
情
報
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
契
約
型
シ
ス
テ
ム

を
機
能
さ
せ
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
公
会
計
、
財
政
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
等
が
更
な
る
前
提
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
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第
五
節

財
政
投
融
資
制
度
改
革
と

N
P
M
理
論

財
政
投
融
資
制
度
の
経
緯
は
、
日
本
の
行
政
に
お
け
る
包
摂
の
構
図
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
取
引
コ
ス
ト
理
論

と
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
理
論
が
指
摘
す
る
問
題
点
を
複
合
的
に
抱
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
財
政
投
融
資
制
度
の
一
部
で
あ
る
資

金
運
用
部
や
特
殊
法
人
な
ど
の
部
分
を
制
度
全
体
か
ら
切
り
離
し
、
あ
る
い
は
財
政
投
融
資
制
度
自
体
を
財
政
制
度
、
金
融
制
度
、
業
界
構

造
さ
ら
に
政
策
策
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
切
り
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は
、
問
題
の
本
質
を
「
限
定
さ
れ
た
合
理
性
」
の
議
論
に
媛
小
化
さ
せ
る

危
険
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
包
摂
さ
れ
た
政
策
展
開
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
を
展
開
す
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
て
き
た
政
策
策
定
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
司
る
媒
介
要
因
と
多
属
性
の
問
題
を
改
め
て
整
理
し
、
さ
ら
に
イ
ン
ク
レ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム

(
増
分
主
義
)
に
つ
い
て
財
政
の

視
点
か
ら
整
理
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
。
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ま
ず
媒
介
要
因
と
は
、
行
政
内
部
の
組
織
や
政
策
策
定
等
の
意
思
決
定
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
要
素
を
意
味
す
る
。
官
民
を
問
わ
ず
組
織
は
、

上
層
部
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
方
針
や
意
思
が
中
間
さ
ら
に
下
層
部
に
伝
達
さ
れ
、
業
務
活
動
に
的
確
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
形

成
さ
れ
運
営
さ
れ
る
。
行
政
機
関
に
お
け
る
上
層
部
か
ら
下
層
部
に
対
す
る
意
思
の
伝
達
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
知
何
な
る
神
経
と
骨
格
に
よ
っ



説

て
的
確
に
行
う
か
が
行
政
管
理
の
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
り
、
そ
の
神
経
と
骨
格
を
如
何
な
る
要
素
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
の
が
よ
い
の
か

を
考
え
る
こ
と
が
媒
介
要
因
の
問
題
で
あ
る
。

三ム
民間

行
政
に
お
け
る
媒
介
要
因
を
具
体
的
に
み
る
と
、
大
き
く
二
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
「
行
政
資
源
を
媒
介
」
と
す
る
形
態
で

あ
り
、
第
二
は
「
行
政
活
動
を
媒
介
」
と
す
る
形
態
で
あ
る
。

第
一
の
「
行
政
資
源
を
媒
介
」
と
す
る
形
態
は
、
人
材
や
予
算
と
い
っ
た
行
政
の
中
に
内
在
す
る
資
源
を
媒
介
の
中
心
と
し
て
意
思
の
伝

達
を
組
み
立
て
る
形
態
で
あ
る
。
従
来
の
行
政
組
織
で
は
人
や
予
算
の
配
分
と
い
う
媒
介
要
因
が
圧
倒
的
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
組
織
で
は
、
人
事
評
価
や
予
算
査
定
を
通
じ
て
管
理
が
実
施
さ
政
策
形
成
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
人
事

部
門
や
財
政
部
門
に
多
く
の
情
報
が
集
中
す
る
結
果
と
な
り
、
組
織
内
部
で
の
情
報
の
寡
占
化
を
生
み
出
し
、
組
織
体
全
体
と
し
て
情
報
の

偏
在
が
著
し
い
状
況
を
生
み
出
し
ゃ
す
い
。
ま
た
人
事
や
予
算
が
部
門
ご
と
に
形
成
さ
れ
、
タ
テ
割
型
に
隔
離
さ
れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
強

固
に
形
成
す
る
。
そ
の
結
果
、
第
一
に
行
政
組
織
内
部
に
お
け
る
相
互
監
視
機
能
が
働
き
づ
ら
い
組
織
体
質
を
も
た
ら
す
こ
と
、
第
二
に
行

政
組
織
内
部
の
人
や
予
算
を
触
媒
と
し
た
意
思
決
定
が
包
摂
の
構
造
の
中
で
関
係
業
界
、
民
間
企
業
に
も
拡
大
さ
れ
天
下
り
等
の
構
造
を
深

(
凶
)

め
る
こ
と
な
ど
の
特
性
が
指
摘
で
き
る
。

人
と
予
算
を
中
心
と
し
た
媒
介
要
因
に
対
し
て
、
第
二
の
「
行
政
活
動
を
媒
介
」
と
す
る
形
態
は
、
政
策
・
施
策
と
い
っ
た
行
政
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
つ
な
ぎ
手
の
中
心
と
し
て
、
意
思
の
伝
達
を
組
み
立
て
る
形
態
で
あ
る
。
政
策
単
位
、
施
策
単
位
、
事
業
単
位
な
ど
で
形
成
さ
れ

る
こ
と
が
多
く
、
既
存
の
縦
割
り
組
織
に
と
ら
わ
れ
な
い
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l
ム
」
型
で
の
媒
介
を
基
本
と
す
る
。
こ
う
し
た

組
織
は
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ド
ラ
イ
ブ
型
組
織
(
政
策
機
能
重
視
型
(
国
民
ニ

i
ズ
重
視
型
)
)
と
し
て
国
民
ニ

l
ズ
に
対
応
し
や
す
い
体
質
を

持
つ
半
面
、
全
体
と
し
て
あ
る
い
は
部
門
ご
と
の
総
合
力
に
欠
け
る
体
質
に
な
り
や
す
い
欠
点
が
あ
る
。
な
お
、
国
民
ニ

l
ズ
が
顕
在
化
し

て
い
な
い
領
域
に
お
い
て
も
行
政
の
判
断
で
実
施
す
べ
き
政
策
や
施
策
が
存
在
す
る
。
そ
の
際
に
は
行
政
側
が
よ
り
明
確
に
そ
の
必
要
性
を
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財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察

説
明
す
る
責
任
を
負
担
す
る
。

行
政
活
動
を
媒
介
要
因
と
し
て
重
視
す
る
考
え
方
は
近
年
高
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
戦
後
の
日
本
の
行
政
組
織
に
は
、
「
行
政
資
源
を
媒

介
」
と
す
る
体
質
が
強
く
根
付
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
政
策
評
価
等
行
政
活
動
単
位
の
評
価
要
因
を
導
入
し
て
も
、
評
価
を
受
け
る
組
織

体
自
体
が
ヒ
ト
や
財
源
等
の
行
政
資
源
を
媒
介
と
す
る
組
織
体
質
を
有
し
て
い
る
た
め
、
な
か
な
か
機
能
し
な
い
問
題
が
発
生
す
る
。
政
策

評
価
を
巡
る
問
題
と
し
て
、
「
評
価
を
行
っ
た
成
果
が
見
え
て
こ
な
い
」
、
あ
る
い
は
「
評
価
を
支
え
る
情
報
が
集
積
さ
れ
な
い
」
な
ど
の
問

題
点
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
が
発
生
す
る
原
因
と
し
て
は
、
「
組
織
を
支
え
る
媒
介
要
因
」
と
「
政
策
評
価
を
支
え
る

媒
介
要
因
」
が
異
な
る
点
が
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
「
行
政
活
動
」
を
柱
と
す
る
政
策
評
価
等
の
取
り
組
み
を
地
方
自
治
体
等
の
基
礎

的
シ
ス
テ
ム
に
定
着
さ
せ
る
た
め
に
は
、
政
策
評
価
自
体
に
人
事
管
理
や
予
算
・
財
務
管
理
等
「
組
織
を
支
え
る
媒
介
要
因
」
を
組
み
込
む

(
具
体
的
に
は
、
政
策
評
価
と
予
算
査
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
一
体
化
し
、
政
策
評
価
結
果
が
予
算
編
成
の
一
定
枠
に
着
実
に
反
映
す
る
仕
組
み
、

あ
る
い
は
政
策
評
価
部
局
が
一
部
に
お
い
て
人
事
管
理
機
能
を
担
う
等
)
等
の
戦
略
が
必
要
と
な
る
場
合
が
多
い
。
新
し
い
政
策
手
法
や
組

(
げ
)

織
の
管
理
手
法
を
導
入
す
る
場
合
、
常
に
従
来
の
媒
介
要
因
と
新
し
く
意
図
す
る
媒
介
要
因
の
違
い
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

媒
介
要
因
は
、
意
思
決
定
を
結
び
つ
け
る
繋
ぎ
手
と
し
て
の
要
因
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
属
性
と
は
意
思
決
定
自
体
に
影
響
を
与
え
る
要

因
を
意
味
す
る
。
民
間
企
業
、
国
、
地
方
自
治
体
を
間
わ
ず
組
織
の
意
思
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
人
事
権
や
予
算
編
成
権
が
大
き
な

仲
介
要
因
と
な
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
媒
介
要
因
と
し
て
は
共
通
の
土
壌
を
有
す
る
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
意
思
決
定
自
体
に
影
響
を
与
え
る
属
性
は
、
民
間
企
業
と
閏
や
地
方
自
治
体
で
は
異
な
る
。
資
本
主
義
、
市
場
経
済
で
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活
動
す
る
民
間
企
業
の
場
合
、
最
終
的
に
意
思
決
定
を
左
右
す
る
要
因
は
利
潤
の
多
寡
で
あ
る
。
投
資
家
た
る
株
主
へ
の
配
当
の
源
泉
で
あ

る
利
潤
の
最
大
化
等
を
目
指
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
次
の
意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
民
間
企
業
の
意
思
決
定
は
単
一
性

が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
や
地
方
自
治
体
な
ど
公
的
部
門
で
は
、
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
る
属
性
要
因
は
数
多
く
存
在
す
る
。
公
共



説

事
業
を
と
っ
て
も
そ
の
是
非
を
判
断
す
る
意
思
決
定
に
は
、
地
域
経
済
の
振
興
、
地
域
問
所
得
配
分
、
生
活
社
会
水
準
の
向
上
、
環
境
問
題
、

関
連
業
界
の
育
成
、
政
治
家
に
よ
る
利
益
誘
導
、
財
政
赤
字
問
題
な
ど
多
く
の
属
性
が
存
在
す
る
。
民
間
企
業
で
は
利
潤
最
大
化
と
い
う
明

確
且
つ
単
一
性
の
強
い
属
性
が
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
公
的
部
門
で
は
優
先
順
位
が
明
確
化
で
き
な
い
属
性
が
多
数
並
列
的
に
存
在
す
る
。

こ
の
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
る
属
性
が
多
数
存
在
す
る
状
況
が
、
「
多
属
性
問
題
」
で
あ
る
。
公
的
部
門
の
意
思
決
定
で
は
、
多
属
性
問

題
を
克
服
す
る
た
め
リ

l
ダ
シ
ッ
プ
や
議
会
の
見
識
等
が
求
め
ら
れ
る
ほ
か
、
外
部
評
価
の
導
入
な
ど
に
よ
っ
て
公
的
部
門
内
部
の
多
属
性

を
あ
る
程
度
順
番
付
け
る
こ
と
で
意
思
決
定
に
緊
張
関
係
を
持
た
せ
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
国
や
地
方
自
治
体
の
政
策
そ
し
て
財
政
投

融
資
制
度
に
対
す
る
市
場
原
理
の
活
用
も
外
部
か
ら
の
評
価
軸
の
提
示
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
フ
ロ

i
の
限
定
的
な
資
金
し
か
保

有
し
な
い
一
般
会
計
と
異
な
り
財
政
投
融
資
制
度
は
豊
富
な
ス
ト
ッ
ク
資
金
を
保
有
す
る
た
め
、
多
属
性
問
題
の
先
鋭
化
を
財
源
面
か
ら
緩

(
同
)

和
す
る
役
割
を
こ
れ
ま
で
果
た
し
て
き
た
。
意
思
決
定
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
「
注
意
の
焦
点
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
財
投
対
象
機
関
を

拡
大
さ
せ
る
こ
と
で
潜
在
的
に
可
能
性
の
あ
る
課
題
の
よ
り
多
く
を
政
策
形
成
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
形
成
し
て
い
た
と
い
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論

、える。国
や
地
方
自
治
体
の
政
策
策
定
に
お
い
て
、
人
事
と
予
算
を
媒
介
要
因
と
し
属
性
聞
の
調
整
が
行
わ
れ
る
過
程
で
、
既
得
権
化
や
政
策
の

硬
直
化
、
密
室
化
な
ど
の
問
題
が
深
刻
化
し
や
す
い
体
質
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
形
成
を
加
速
さ
せ
た
の
が
「
イ
ン
ク
レ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」

(
増
分
主
義
)
の
存
在
で
あ
る
。
右
肩
上
が
り
の
所
得
拡
大
の
な
か
で
す
で
に
形
成
さ
れ
た
既
得
権
の
構
図
は
維
持
し
つ
つ
、
新
し
く
配
分

さ
れ
る
予
算
や
政
策
に
つ
い
て
の
あ
り
方
を
議
論
す
る
体
質
で
あ
る
。
こ
う
し
た
体
質
が
取
引
コ
ス
ト
理
論
で
指
摘
さ
れ
る
リ
ス
ク
コ
ス
ト

や
非
確
実
性
コ
ス
ト
等
事
後
的
コ
ス
ト
の
認
識
を
希
薄
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
政
策
あ
る
い
は
事
業
と
し
て
す
で
に

ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
も
の
へ
の
見
直
し
の
意
思
決
定
は
希
薄
化
し
、
新
し
い
配
分
の
獲
得
に
向
け
た
省
庁
問
、
部
局
問
、
業
界
問
、
地
域
聞

の
競
い
合
い
に
注
力
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
当
然
、
行
財
政
は
肥
大
化
す
る
と
と
も
に
硬
直
化
し
や
す
い
状
況
に
陥
る
。
加
え
て
、
政



策
策
定
の
意
思
決
定
が
、
同
じ
媒
介
要
因
と
属
性
を
有
す
る
組
織
体
を
通
じ
て
繰
り
返
し
形
成
さ
れ
、
人
事
や
予
算
制
度
と
絡
み
合
い
天
下
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り
や
談
合
な
ど
の
問
題
も
起
w

」
し
や
す
い
体
質
と
な
る
。

一
一
一
世
紀
の
経
済
政
策
の
要
と
し
て
、
「

I
T
(情
報
技
術
)
投
資
」
の
重
要
性
が
叫
、
ば
れ
て
い
る
。
二

O
O
O
年
七
月
に
は
政
府
に

I

T
戦
略
会
議
が
設
置
さ
れ
、
関
係
す
る
商
法
や
民
法
な
ど
の
関
係
法
規
を
包
括
的
に
検
討
し
改
正
を
進
め
る
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
省
庁
聞
の
縦
割
り
構
造
の
な
か
で
進
ま
な
か
っ
た
「
面
」
と
し
て
の
問
題
を
、
規
制
や
行
政
指
導
な
ど
ソ
フ
ト
面
も
含
め
解
決
す

る
こ
と
が
そ
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
ー
ド
面
で
は
「
ラ
ス
ト
・
ワ
ン
マ
イ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
最
終
ユ
ー
ザ
ー
と
の
接
続
領
域
も

含
め
た
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
整
備
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
幹
線
と
し
て
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
敷
設
に
加
え
、
最
終
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
企

業
や
個
人
と
の
枝
の
接
続
を
可
能
に
す
る
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
整
備
の
推
進
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
通
信
料
金
の
定
額
制
の
拡
大
と
共
に

低
コ
ス
ト
、
大
容
量
の
情
報
提
供
を
可
能
に
す
る
。
国
内
外
、
企
業
内
外
を
問
わ
ず
情
報
の
質
と
流
れ
を
飛
躍
的
に
高
め
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
形

態
そ
し
て
地
域
の
立
地
条
件
も
大
き
く
変
え
る
要
素
と
な
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
本
格
化
す
れ
ば
、
行
政
組
織
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
る
。
行
政
と
民
間
の
情
報
の
共
有
を
進
め
る
と
同
時
に
、
行
政
組
織
内
の
省
庁
・
局
を
超
え
た
情
報
の
共
有
、
す
な
わ
ち
「
ナ
レ
ツ
ジ
マ

ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
」
の
確
立
に
努
力
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
内
閣
が
中
央
省
庁
内
の
情
報
を
一
元
的
に
管
理
し
、
省
庁
問
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
で
情
報
交
換
と
情
報
共
有
を
図
り
、
部
門
に
偏
在
す
る
情
報
を
な
く
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
情
報
を
寡
占
的
に
保
有
し
、
必
要

に
応
じ
て
発
信
・
配
分
す
る
こ
と
で
優
位
性
を
保
っ
て
き
た
行
政
内
部
の
体
質
す
な
わ
ち
統
制
基
準
を

I
T
投
資
等
を
通
じ
て
克
服
す
る
。

そ
の
こ
と
は
、
情
報
の
寡
占
化
や
限
定
化
を
改
善
す
る
だ
け
で
な
く
、
行
政
組
織
の
既
存
の
媒
介
要
因
や
多
属
性
問
題
を
変
え
る
要
因
と
な
る
。

財
政
投
融
資
制
度
は
、
限
定
的
な
フ
ロ
!
の
資
金
を
中
心
と
し
て
編
成
さ
れ
る
一
般
会
計
等
と
は
異
な
り
、
豊
富
な
ス
ト
ッ
ク
資
金
を
背

景
に
イ
ン
ク
レ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
思
考
を
財
源
面
か
ら
支
え
る
役
割
を
こ
れ
ま
で
果
た
し
て
き
た
。
そ
の
半
面
、
包
摂
や
多
属
性
問
題
さ
ら
に

は
情
報
の
寡
占
化
な
ど
の
課
題
を
根
深
く
持
っ
て
い
る
。
財
政
投
融
資
制
度
自
体
第
二
章
で
み
る
と
お
り
資
金
の
性
格
を
大
き
く
変
え
ざ
る
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を
得
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
政
策
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
多
属
性
問
題
や
イ
ン
ク
レ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
思
考
も
財
源

面
か
ら
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
次
章
以
降
財
政
投
融
資
制
度
の
問
題
に
つ
い
て
論
説
す
る
。

第
二
章

新
旧
財
投
制
度
の
基
本
構
図

北法51(5・20)1602

ヨ'b.
両岡

第
一
節

旧
財
投
の
基
本
構
造
と
特
性

旧
財
投
制
度
の
基
本
的
構
図
は
三
段
階
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
郵
便
貯
金
、
年
金
積
立
金
等
の
原
資
を
集
め
資
金
運
用
部
に
預
託
す
る
入

口
段
階
、
集
め
た
原
資
を
管
理
し
公
団
・
事
業
団
、
政
策
金
融
機
関
な
ど
に
配
分
す
る
資
金
運
用
部
を
中
核
と
し
て
形
成
す
る
中
間
段
階
、

そ
し
て
、
資
金
運
用
部
等
か
ら
調
達
し
た
資
金
を
社
会
資
本
整
備
、
さ
ら
に
企
業
や
国
民
に
融
資
す
る
出
口
段
階
が
あ
る
。
こ
の
三
段
階
を

通
じ
た
資
金
の
流
れ
を
、
資
金
運
用
部
を
中
核
に
財
政
投
融
資
計
画
、
一
般
会
計
予
算
、
特
別
会
計
予
算
等
に
よ
っ
て
実
質
的
に
統
合
管
理

(
ゆ
)

す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

(
初
)

第
一
段
階
の
入
口
段
階
は
、
郵
便
貯
金
を
中
心
に
年
金
積
立
金
、
簡
易
生
命
保
険
、
産
業
投
資
特
別
会
計
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

原
資
と
し
て
資
金
量
の
も
っ
と
も
多
い
郵
便
貯
金
を
例
に
取
っ
て
み
る
と
、
郵
便
局
に
預
け
入
れ
ら
れ
た
定
額
貯
金
等
の
資
金
は
、
日
本
銀

行
の
日
本
銀
行
便
局
勘
定
を
通
じ
て
全
額
資
金
運
用
部
に
預
託
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
て
き
た
。
資
金
運
用
部
資
金
法
二
条
に
基
づ
く
、

い
わ
ゆ
る
「
義
務
的
預
託
制
度
」
で
あ
る
。
こ
の
預
託
は
、
七
年
の
期
間
を
設
定
し
て
基
本
的
に
実
施
さ
れ
、
長
期
国
債
の
金
利
を
基
準
と

し
て
固
定
型
の
預
託
金
利
が
設
定
さ
れ
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
(
資
金
運
用
部
資
金
法
四
条
)
。
こ
の
七
年
間
を
中
心
と
し
た
固
定
金
利
の

預
託
制
度
が
財
政
投
融
資
制
度
を
支
え
る
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
な
お
、
旧
財
投
制
度
に
お
い
て
も
自
主
運
用
と
貯
金
者
へ
の
直
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接
融
資
制
度
が
存
在
し
て
い
る
。
自
主
運
用
は
、
「
金
融
自
由
化
対
策
資
金
」
と
呼
ば
れ
、
郵
便
貯
金
の
資
金
を
郵
政
省
が
債
券
市
場
や
株

式
市
場
等
へ
直
接
運
用
す
る
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
も
郵
便
貯
金
資
金
を
郵
政
省
が
直
接
市
場
に
投
資
運
用
す
る
の

で
は
な
く
、
一
旦
資
金
運
用
部
に
預
託
し
そ
の
預
託
し
た
資
金
を
改
め
て
郵
政
省
が
借
り
受
け
て
運
用
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
従
つ

(
幻
)

て
、
全
額
預
託
原
則
を
堅
持
し
た
上
で
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

年
金
積
立
金
は
、
郵
便
貯
金
に
次
い
で
旧
財
投
を
支
え
た
資
金
で
あ
る
。
こ
の
年
金
積
立
金
は
郵
便
貯
金
同
様
資
金
運
用
部
に
預
託
さ
れ

る
も
の
の
、
集
め
ら
れ
た
年
金
掛
け
金
(
年
金
保
険
料
)
か
ら
当
該
年
の
年
金
支
払
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の
資
金
を
預
託
す
る
制
度
と
な
っ

て
い
る
。
郵
便
貯
金
が
集
め
て
き
た
資
金
が
全
額
預
託
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
年
金
の
場
合
は
必
要
な
年
金
支
払
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の

積
立
金
が
預
託
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
金
制
度
が
未
成
熟
な
段
階
で
は
年
金
の
掛
け
金
に
比
べ
て
支
払
う
年
金
額
が
少
な
く
、
資
金
運

用
部
に
預
託
さ
れ
る
年
金
資
金
は
多
額
に
な
る
も
の
の
、
高
齢
化
の
進
展
と
比
例
し
て
年
金
掛
け
金
と
支
払
わ
れ
る
年
金
額
の
関
係
が
逆
転

し
、
資
金
運
用
部
に
預
託
し
て
き
た
年
金
の
積
立
金
を
引
き
出
し
て
年
金
支
払
い
に
充
て
る
こ
と
に
な
る
。
年
金
資
金
は
、
七
0
年
代
か
ら

八
0
年
代
に
か
け
て
多
額
の
長
期
性
資
金
を
実
質
的
に
旧
財
投
に
供
給
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
役
割
も
高
齢
化
・
少

子
化
の
進
展
に
伴
う
年
金
の
成
熟
化
で
限
界
に
達
し
た
。
原
資
と
し
て
は
こ
の
ほ
か
に
、
産
業
投
資
特
別
会
計
資
金
な
ど
が
存
在
す
る
。
産

業
投
資
特
別
会
計
は
、
郵
便
貯
金
、
年
金
資
金
な
ど
有
償
資
金
を
主
体
と
す
る
財
政
投
融
資
制
度
の
中
で
は
税
金
と
同
じ
無
償
資
金
と
し
て

の
性
格
を
基
本
的
に
有
す
る
特
殊
な
資
金
で
あ
る
。
ま
た
、
簡
易
生
命
保
険
の
資
金
は
、
歴
史
的
経
緯
か
ら
資
金
運
用
部
に
直
接
預
託
す
る

制
度
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
「
財
政
投
融
資
協
力
」
と
呼
ば
れ
る
仕
組
み
で
資
金
運
用
部
を
中
核
と
す
る
旧
財
投
と
は
制
度
的
に
一
線
を
画

(
泣
)

す
形
で
運
用
さ
れ
て
き
た
。
但
し
、
資
金
運
用
の
内
容
に
お
い
て
は
旧
財
投
と
基
本
的
に
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
段
階
の
中
間
に
位
置
す
る
資
金
運
用
部
は
、
郵
便
貯
金
等
か
ら
預
託
さ
れ
た
資
金
を
管
理
し
、
大
蔵
省
理
財
局
が
中
心
と
な
っ
て
予

算
編
成
と
平
行
し
て
審
査
の
形
で
作
成
す
る
「
財
政
投
融
資
計
画
」
に
基
づ
き
、
財
投
対
象
機
関
に
資
金
を
貸
付
け
等
の
形
で
運
用
す
る
仕
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(
お
)

組
み
で
あ
る
(
資
金
運
用
部
資
金
法
七
条
)
。
預
託
さ
れ
た
資
金
を
、
政
策
的
に
配
分
す
る
旧
財
投
の
中
核
を
な
す
部
分
で
あ
る
。
資
金
運

用
部
は
、
資
金
の
貸
し
手
で
あ
る
郵
便
貯
金
、
年
金
積
立
金
に
対
し
て
国
債
を
基
準
に
し
た
金
利
を
支
払
う
一
方
、
同
水
準
を
財
投
対
象
機

(
弘
)

関
へ
貸
付
等
の
金
利
と
し
て
設
定
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

旧
財
投
に
お
け
る
資
金
運
用
部
の
重
要
な
役
割
は
、
後
で
み
る
「
期
間
変
換
機
能
」
に
あ
る
。
期
間
変
換
機
能
と
は
、
資
金
運
用
部
が
郵

便
貯
金
等
か
ら
平
均
七
年
間
で
調
達
し
た
資
金
を
平
均
一
五
年
で
特
殊
法
人
等
の
財
投
対
象
機
関
に
運
用
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
七
年
で

調
達
し
た
資
金
を
一
五
年
で
平
均
的
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
期
で
調
達
し
た
資
金
を
長
期
性
資
金
と
し
て
供
給
す
る
役
割
を
果
た
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
特
殊
法
人
や
地
方
自
治
体
に
対
し
て
長
期
の
政
策
や
事
業
を
安
定
的
に
実
施
す
る
た
め
の
資
金
を
提
供

きム
ロ岡

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

第
三
一
段
階
は
、
資
金
運
用
部
か
ら
調
達
し
た
資
金
を
財
源
と
し
て
、
直
接
道
路
な
ど
の
社
会
資
本
整
備
を
行
っ
た
り
、
個
人
や
企
業
、
地

(
お
)

方
自
治
体
に
さ
ら
に
融
資
す
る
出
口
部
分
で
あ
る
。
財
投
対
象
機
関
は
、
利
用
者
か
ら
徴
収
す
る
社
会
資
本
の
利
用
料
や
ロ

l
ン
の
元
利
返

済
に
よ
っ
て
収
益
を
確
保
し
、
資
金
運
用
部
に
対
し
て
利
子
を
付
け
て
資
金
を
返
済
す
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
財
投
対
象
機
関
は
政
策
的

に
社
会
資
本
整
備
や
融
資
を
行
う
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
民
間
企
業
が
実
施
す
る
場
合
に
比
べ
低
い
コ
ス
ト
で
国
民
が
利
用
で
き
る
こ
と

を
原
則
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
政
策
コ
ス
ト
と
し
て
、
財
投
対
象
機
関
に
一
般
会
計
や
特
別
会
計
等
か
ら
財
政
資
金
が
繰
り
入
れ
ら
れ

(
住
宅
金
融
公
庫
に
対
す
る
一
般
会
計
か
ら
の
利
子
補
給
金
等
)
、
利
用
料
金
を
低
水
準
に
抑
え
た
り
、
融
資
金
利
を
実
質
的
に
引
き
下
げ

る
措
置
が
図
ら
れ
て
い
る
。

旧
財
投
の
重
要
な
役
割
と
し
て
、
「
期
間
変
換
機
能
」
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
こ
の
機
能
に
よ
り
、
特
殊
法
人
や
地
方
自
治

体
に
対
し
て
長
期
の
政
策
や
事
業
を
安
定
的
に
実
施
す
る
た
め
の
資
金
を
提
供
し
て
き
た
。
期
間
変
換
機
能
は
、
次
の
二
点
で
主
に
支
え
ら

れ
て
き
た
。
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第
一
は
、
右
肩
上
が
り
経
済
と
義
務
的
預
託
制
度
を
背
景
と
し
た
原
資
の
持
続
的
拡
大
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
旧
財
投
制
度
が
本

質
的
に
抱
え
る
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ス
ク
(
資
金
再
調
達
リ
ス
ク
)
を
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
平
均
七
年
で
調
達
し
た
資

金
を
平
均
一
五
年
で
運
用
す
れ
ば
、
特
殊
法
人
等
の
運
用
先
か
ら
資
金
回
収
す
る
前
に
郵
便
貯
金
等
に
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
新
た
な

資
金
調
達
を
確
実
に
行
わ
な
け
れ
ば
制
度
全
体
と
し
て
の
資
金
繰
り
を
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
国
民
の
貯
蓄
が
着
実
に
拡
大

し
、
郵
便
貯
金
を
中
心
に
資
金
運
用
部
に
義
務
的
預
託
が
行
わ
れ
る
制
度
の
中
で
、
常
に
新
規
の
原
資
が
流
入
す
る
仕
組
み
を
維
持
す
る
こ

と
で
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ス
ク
を
顕
在
化
さ
せ
ず
に
制
度
運
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
右
肩
上
が
り
が
限
界
と
な
り
、
高
齢

化
・
少
子
化
の
な
か
で
原
資
た
る
資
金
の
増
加
が
限
定
的
に
な
る
と
、
今
ま
で
顕
在
化
し
な
か
っ
た
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
、

(
お
)

旧
財
投
制
度
全
体
と
し
て
の
政
策
コ
ス
ト
、
制
度
維
持
コ
ス
ト
を
急
速
に
高
め
る
結
果
と
な
る
。

第
二
は
、
右
肩
下
が
り
の
長
期
金
利
動
向
で
あ
る
。
経
済
の
拡
大
と
共
に
供
給
さ
れ
る
長
期
資
金
の
量
が
増
加
し
、
長
期
資
金
を
貸
し
出

す
際
に
基
本
と
さ
れ
る
国
債
金
利
、
長
期
金
利
は
景
気
の
変
動
に
よ
る
波
は
別
と
し
て
恒
常
的
に
低
下
し
続
け
て
き
た
。
こ
の
構
図
が
旧
財

投
を
支
え
る
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
旧
財
投
の
仕
組
み
は
、
郵
便
貯
金
等
か
ら
一

O
年
物
国
債
を
基
準
と
す
る
長
期
固
定
金
利
で
資

金
を
調
達
し
、
平
均
一
五
年
の
長
期
運
用
期
間
を
基
準
と
す
る
長
期
固
定
金
利
で
運
用
す
る
。
資
金
運
用
部
を
中
心
に
考
え
る
と
郵
便
貯
金

か
ら
調
達
し
た
資
金
は
七
年
後
に
郵
便
貯
金
特
別
会
計
に
一
度
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
運
用
は
一
五
年
で
行
わ
れ
て
い
る
た
め
返
済

と
同
額
の
資
金
を
再
調
達
す
る
必
要
性
が
生
じ
る
。
そ
の
際
、
恒
常
的
な
右
肩
下
が
り
の
長
期
金
利
構
造
の
中
で
は
調
達
金
利
は
低
下
し
て

い
る
構
造
を
持
つ
。
し
か
し
、
財
投
対
象
機
関
に
対
す
る
運
用
は
当
初
の
調
達
時
に
お
け
る
長
期
金
利
の
ま
ま
の
水
準
が
維
持
さ
れ
る
た
め

プ
ラ
ス
の
利
ざ
や
が
発
生
す
る
。
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
旧
財
投
の
資
金
運
用
部
が
郵
便
貯
金
か
ら
固
定
金
利
八
%
で
七
年
間

の
預
託
期
間
に
よ
る
資
金
を
調
達
し
、
同
資
金
を
一
五
年
で
同
じ
八
%
固
定
金
利
で
特
殊
法
人
に
運
用
し
た
と
仮
定
す
る
。
七
年
後
に
郵
便

貯
金
に
同
資
金
を
返
済
し
、
同
額
の
資
金
を
郵
便
貯
金
か
ら
再
調
達
す
る
。
長
期
金
利
が
恒
常
的
に
低
下
し
て
い
る
構
造
で
は
、
再
調
達
金

北法51(5・23)1605



説

利
が
五
%
に
低
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
運
用
分
は
従
来
同
様
八
%
水
準
の
ま
ま
固
定
金
利
で
維
持
さ
れ
て
い
る
た
め
、
再
調
達
後
は
三
%

ポ
イ
ン
ト
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。

論

こ
う
し
た
資
金
運
用
を
財
投
対
象
機
関
た
る
特
殊
法
人
や
地
方
自
治
体
側
か
ら
み
る
と
、
郵
便
貯
金
か
ら
の
再
調
達
時
に
借
り
換
え
を
行

い
八
%
か
ら
五
%
に
資
金
調
達
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
全
体
の
政
策
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

資
金
運
用
部
か
ら
資
金
供
給
を
受
け
て
い
る
特
殊
法
人
等
の
資
金
調
達
コ
ス
ト
は
返
済
ま
で
低
下
し
な
い
た
め
、
従
来
の
金
利
水
準
の
ま
ま

高
コ
ス
ト
が
継
続
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
金
利
が
低
下
し
た
時
点
で
借
入
機
関
が
資
金
運
用
部
に
返
済
期
限
に
関
係
な
く
資
金
運
用
部
に
返
済

し
資
金
を
改
め
て
再
調
達
で
き
れ
ば
政
策
コ
ス
ト
が
低
下
す
る
。
し
か
し
、
資
金
運
用
部
へ
の
い
わ
ゆ
る
繰
り
上
げ
返
済
は
資
金
運
用
部
へ

(
幻
)

の
リ
ス
ク
移
転
と
な
る
た
め
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
旧
財
投
の
資
金
運
用
部
は
期
間
変
換
機
能
維
持
の
た
め
の
コ
ス
ト
を

負
担
し
な
い
一
方
、
財
投
対
象
機
関
が
財
政
繰
入
あ
る
い
は
自
ら
の
累
積
赤
字
等
と
し
て
コ
ス
ト
を
堆
積
さ
せ
る
体
質
を
強
め
た
。

さ
ら
に
こ
の
点
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
資
金
運
用
部
か
ら
財
投
対
象
機
関
に
対
す
る
貸
付
等
の
金
利
が
期
間
に
関
係
な
く
一

O

年
物
国
債
を
基
準
と
し
て
設
定
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。
金
利
構
造
は
通
常
は
順
イ
l
ル
ド
に
あ
る
。
資
金
運
用
部
か
ら
財
投
対
象
機
関
に

対
す
る
資
金
供
給
は
、
財
投
対
象
機
関
自
体
の
資
金
運
用
期
間
に
関
係
な
く
一
本
の
固
定
金
利
で
提
供
さ
れ
る
た
め
、
相
対
的
に
資
金
運
用

期
間
の
短
い
財
投
対
象
機
関
で
は
逆
ざ
や
、
相
対
的
に
資
金
運
用
期
聞
が
長
い
財
投
対
象
機
関
で
は
順
ざ
や
が
生
じ
や
す
く
な
る
。
政
策
面

(
お
)

か
ら
み
れ
ば
、
長
期
の
政
策
に
資
金
投
入
し
た
方
が
金
利
面
か
ら
は
有
利
に
な
る
構
造
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
構
造
が
長
期
の
政
策
展

開
に
対
す
る
安
定
的
資
金
の
供
給
を
可
能
に
し
た
半
面
、
取
引
コ
ス
ト
理
論
等
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
硬
直
性
、
高
コ
ス
ト
の
発
生
等
の
問
題

を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

第
二
節

新
旧
交
代
の
必
要
性
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財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察

以
上
、
旧
財
投
の
構
造
と
特
性
に
つ
い
て
整
理
し
た
。
旧
財
投
の
構
造
と
特
性
を
支
え
た
右
肩
上
が
り
の
経
済
成
長
そ
し
て
財
政
主
導
型

金
融
制
度
の
下
に
お
け
る
右
肩
下
が
り
の
長
期
金
利
の
構
図
等
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
、
旧
財
投
の
構
造
と
特
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
旧
財
投
自
体
の
問
題
に
加
え
、
財
政
投
融
資
制
度
を
支
え
て
き
た
行
財
政
制
度
全
体
に
も
大
き
な
変
革
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
要
因
は
次
の
諸
点
に
あ
る
。
第
一
は
、
行
財
政
改
革
、
国
家
行
政
の
減
量
で
あ
る
。
国
家
行
政
の
減
量
は
九

七
年
八
月
の
い
わ
ゆ
る
「
橋
本
行
革
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
そ
の
方
向
性
が
提
示
さ
れ
、
橋
本
前
総
理
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
行
政
改
革
会
議
の
最
終

報
告
(
九
七
年
二
一
月
)
に
国
の
行
政
の
ス
リ
ム
化
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
地
方
分
権
の
推
進
等
が
明
記
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
示
さ
れ
た
国
家
行
政
の
減
量
の
方
向
性
は
、
水
平
的
減
量
と
垂
直
的
減
量
に
分
け
ら
れ
る
。
水
平
的
減
量
は
、
固
か
ら
地
方
へ
の
権
限
等

の
移
譲
で
あ
る
地
方
分
権
で
あ
り
、
垂
直
的
分
業
と
は
独
立
行
政
法
人
制
度
の
導
入
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
家
行
政
の
見
直
し
に
関
連
し
、

資
金
面
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
財
政
投
融
資
制
度
の
見
直
し
は
不
可
欠
の
課
題
と
な
る
。
旧
財
投
は
日
本
経
済
が
高
度
成
長
か
ら

中
成
長
に
移
行
し
た
七
0
年
代
後
半
以
降
と
く
に
行
財
政
運
営
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
園
、
地
方
自
治
体
を
問
わ
ず
税
金
に
変

わ
る
財
政
運
営
の
た
め
の
間
接
的
な
原
資
と
し
て
大
き
な
比
重
を
占
め
た
ほ
か
、
特
殊
法
人
等
行
財
政
の
外
縁
化
を
支
え
て
き
た
。

第
二
の
基
本
的
要
因
は
、
経
済
の
成
熟
化
と
金
融
改
革
の
進
展
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
経
済
の
成
熟
化
に
よ
る
右
肩
上
が
り
経

済
の
終
駕
、
そ
し
て
長
期
金
利
の
右
肩
下
が
り
構
造
の
終
需
な
ど
に
よ
り
旧
財
投
を
支
え
た
構
図
が
限
界
に
達
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境

変
化
が
、
財
政
投
融
資
制
度
を
含
む
財
政
制
度
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
機
能
し
て
き
た
統
制
基
準
の
見
直
し
を
迫
り
、
公
的
部
門
へ
の
資
源
投

資
の
多
様
化
や
行
政
機
能
の
明
確
化
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
は
、
財
政
情
報
の
質
的
改
善
で
あ
る
。
イ
ン
ク
レ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
財
政
運
営
の
な
か
で
は
、
財
政
情
報
の
質
は
政
策
の
優

北法51(5・25)1607

先
順
位
や
選
択
肢
の
比
較
、
リ
ス
ク
コ
ス
ト
や
非
確
実
性
コ
ス
ト
等
将
来
の
コ
ス
ト
負
担
も
含
め
た
国
民
負
担
の
把
握
な
ど
に
対
し
て
必
ず

(
ぬ
)

し
も
有
効
な
内
容
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
こ
と
は
、
費
用
と
効
果
、
あ
る
い
は
負
担
と
受
益
が
読
離
す
る
い
わ
ゆ
る
「
財
政
錯
覚
」
の
状
況



説

を
官
民
双
方
に
生
み
出
し
て
い
る
。
経
済
の
成
熟
化
と
共
に
限
ら
れ
た
財
源
(
財
政
限
界
)
の
中
で
政
策
の
優
先
性
や
将
来
コ
ス
ト
も
含
め

た
情
報
の
提
供
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

財
政
投
融
資
の
制
度
改
革
は
、
郵
便
貯
金
等
の
全
額
預
託
義
務
に
基
づ
く
受
動
的
資
金
の
統
合
運
用
の
姿
か
ら
、
市
場
原
理
に
基
づ
き
必

要
額
を
能
動
的
に
調
達
し
投
融
資
活
動
を
行
う
姿
に
変
革
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
市
場
と
連
動
し
た
条
件
で
も
っ
と
も
効
率
的
な

原
資
調
達
を
お
こ
な
う
こ
と
、
金
利
リ
ス
ク
へ
の
適
切
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
ほ
か
、
投
融
資
に
必
要
と
な
る
額
だ
け
を
能
動
的
に
調
達
す

る
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
財
投
の
対
象
分
野
・
事
業
の
徹
底
し
た
見
直
し
が
必
要
と
な
る
。
財
政
政
策
と
し
て
償
還
等
を
必
要
と
す

る
有
償
資
金
を
施
策
に
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
は
有
用
で
あ
り
、
社
会
資
本
整
備
、
固
定
金
利
に
よ
る
長
期
資
金
の
供
給
な
ど
求
め
ら
れ
る
役

割
は
依
然
と
し
て
多
い
。
し
か
し
、
財
政
制
約
、
金
融
と
の
連
動
性
が
高
ま
る
中
で
、
機
能
と
対
象
領
域
を
徹
底
し
て
見
直
す
必
要
性
が
生

じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
旧
財
投
の
よ
う
に
「
原
資
あ
り
き
」
の
領
域
設
定
で
は
な
く
、
新
財
投
で
は
ま
ず
民
業
の
補
完
の
徹
底
や
償
還
確

実
性
の
精
査
、
政
策
コ
ス
ト
分
析
の
徹
底
、
特
殊
法
人
等
財
投
対
象
機
関
の
改
革
が
不
可
欠
な
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。

論

第

節

新
財
投
制
度
の
基
本
構
図

新
財
投
制
度
で
は
、
郵
便
貯
金
等
の
資
金
運
用
部
へ
の
預
託
制
度
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
資
金
運
用
部
資
金
に
替
わ
っ
て
財
政
融
資
資

金
が
設
け
ら
れ
、
同
時
に
財
政
融
資
特
別
会
計
の
負
担
に
お
い
て
財
投
債
た
る
公
債
発
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
等
の
措
置
が
行
わ
れ
る
。

新
財
投
制
度
の
骨
格
を
整
理
す
る
と
次
の
通
り
と
な
る
。

第
一
に
、
旧
財
投
制
度
の
中
核
的
存
在
で
あ
っ
た
資
金
運
用
部
資
金
法
の
題
名
が
「
財
政
融
資
資
金
法
」
に
改
め
ら
れ
、
資
金
運
用
部
資

金
に
替
わ
っ
て
財
務
大
臣
が
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
管
理
及
、
び
運
営
す
る
「
財
政
融
資
資
金
」
が
設
置
さ
れ
る
。
旧
財
投
の
「
資
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金
運
用
部
資
金
」
は
、
郵
便
貯
金
、
政
府
の
特
別
会
計
の
積
立
金
・
余
裕
金
等
で
構
成
さ
れ
資
金
運
用
部
に
預
託
さ
れ
た
も
の
、
並
び
に
資

金
運
用
部
特
別
会
計
の
積
立
金
・
余
裕
金
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
統
合
的
に
管
理
す
る
こ
と
を
通
じ
て
資
金
を
確
実
且
つ
有
利
な
方
法
で
運

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
(
資
金
運
用
部
資
金
法
一
条
)
。
資
金
運
用
部
資
金
に

財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察

代
わ
っ
て
新
財
投
で
設
立
さ
れ
る
財
政
融
資
資
金
で
は
、
政
府
の
特
別
会
計
の
積
立
金
・
余
裕
金
等
で
財
政
融
資
資
金
に
預
託
さ
れ
た
も
の
、

財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
の
積
立
金
・
余
裕
金
並
び
に
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
金
を
統
合
管
理
し
、
そ
の
資
金
を
も
っ
て
国
、

地
方
自
体
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
に
対
し
て
確
実
か
つ
有
利
な
運
用
と
融
資
を
行
う
こ
と
で
公
共
の
利
益
の
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
(
財
政
融
資
資
金
法
一
条
)
。
こ
の
両
資
金
の
基
本
的
な
違
い
は
、
資
金
運
用
部
が
受
動
性
資
金
を
原
資

と
し
、
必
ず
し
も
政
策
的
な
必
要
性
を
前
提
と
し
て
資
金
規
模
を
統
制
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
財
政
融
資
資
金
で
は
財
投
債
の
発

行
を
中
心
と
し
た
能
動
的
資
金
を
原
資
と
し
、
政
策
的
に
必
要
な
資
金
量
を
前
提
に
資
金
規
模
を
統
制
す
る
こ
と
が
可
能
な
制
度
と
な
っ
た

点
に
あ
る
。

第
二
は
、
今
回
の
改
革
の
核
で
あ
り
す
で
に
何
度
か
指
摘
し
た
郵
便
貯
金
及
び
年
金
積
立
金
に
係
る
資
金
運
用
部
へ
の
預
託
義
務
を
廃
止

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
後
で
見
る
財
投
債
等
の
新
し
い
債
券
発
行
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
財
政
融
資
資
金
に
お
い
て
運

用
の
財
源
に
あ
て
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
の
負
担
に
お
い
て
、
予
算
を
も
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲

内
で
公
債
発
行
等
を
行
え
る
仕
組
み
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
会
の
議
決
を
経
た
公
債
発
行
等
の
限
度
額
の
内
、
当
該
年
度
に
発
行
等
を
行

わ
な
か
っ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
限
度
と
し
且
つ
財
政
融
資
資
金
の
長
期
運
用
に
係
る
繰
越
金
額
の
範
囲
内
で
翌
年
度
に
お

い
て
発
行
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
が
発
行
す
る
公
債
は
国
債
の
一
種
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
償

還
金
及
び
利
子
等
は
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
で
処
理
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
に
関
連
し
、
新
財
投
に
お
い
て
「
確
実

か
つ
有
利
な
運
用
」
の
確
保
と
し
て
、
国
債
た
る
財
投
債
へ
の
資
金
運
用
が
「
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
国
会
に
対
し
て
連
帯
し
て
責
任

北法51(5・27)1609
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(
ぬ
)

を
負
ふ
」
(
憲
法
六
六
条
三
項
)
と
す
る
構
造
に
お
い
て
、
実
質
上
義
務
化
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と
す
る
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
指
摘
に
は
充
分
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

北法51(5・28)1610

論

第
三
は
、
財
政
融
資
資
金
に
属
す
る
現
金
に
不
足
が
生
じ
る
場
合
、
予
算
を
も
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
、

に
償
還
す
る
融
通
証
券
の
発
行
等
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
資
金
運
用
部
で
は
、
郵
便
貯
金
等
の
資

金
が
法
的
義
務
預
託
と
し
て
受
動
的
に
預
け
ら
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
余
資
が
生
じ
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
余
資
は
金
融
債

や
国
債
等
に
運
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
新
財
投
で
は
財
投
債
に
よ
っ
て
計
画
的
に
資
金
を
市
場
か
ら
調
達
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
た

め
、
資
金
運
用
部
に
替
わ
っ
て
新
設
さ
れ
る
財
政
融
資
資
金
の
資
金
繰
り
が
基
本
的
に
厳
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
資
金
繰
り

(
ぬ
)

を
支
え
る
た
め
政
府
短
期
証
券
と
し
て
大
蔵
省
証
券
等
と
統
合
し
た
形
で
融
通
証
券
が
発
行
さ
れ
る
姿
と
な
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
財
政
融
資
資
金
の
長
期
運
用
予
定
額
に
つ
い
て
は
現
行
と
同
様
国
会
の
議
決
を
経
る
と
と
も
に
、
政
策
的
な
資
源
配
分
機
能
を

統
一
化
す
る
た
め
、
郵
便
貯
金
資
金
及
び
簡
易
生
命
保
険
特
別
会
計
の
積
立
金
の
う
ち
、
地
方
自
治
体
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て

も
国
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
旧
財
投
で
は
、
「
財
投
一
-
一
表
」
と
呼
ば
れ
る
「
財
政
投
融
資
資
金
計
画
」
、
「
財
政
投
融
資
原
資

見
込
」
、
「
財
政
投
融
資
使
途
別
分
類
表
」
を
作
成
し
、
国
会
に
参
考
資
料
と
し
て
提
出
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
財
投
コ
一
表
は
、

一
年
以
内

主
に
原
資
側
か
ら
見
た
と
き
の
資
金
の
流
れ
を
整
理
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
新
財
投
に
お
い
て
は
、
原
資
側
で
は
な
く
運
用
側
か
ら
見

た
と
き
の
資
金
の
流
れ
を
重
視
す
る
内
容
、
す
な
わ
ち
投
資
、
融
資
、
保
証
に
区
分
し
、
固
の
信
用
供
与
の
態
様
に
着
目
し
た
内
容
の
財
投

三
表
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
国
会
議
決
に
つ
い
て
も
旧
財
投
で
は
、
資
金
運
用
部
資
金
の
五
年
以
上
の
長
期
運
用
等
を
対
象
と

し
て
、
原
資
ご
と
の
構
成
に
基
づ
き
予
算
の
一
部
と
し
て
議
決
し
て
き
た
。
新
財
投
で
は
、
運
用
面
に
重
点
を
お
い
た
議
決
が
受
け
ら
れ
る

姿
に
向
け
た
見
直
し
が
実
施
さ
れ
る
。

ま
た
、
新
財
投
を
通
じ
た
施
策
の
展
開
に
よ
っ
て
国
民
負
担
が
ど
の
程
度
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
か
そ
の
実
態
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に



し
、
旧
財
投
で
は
必
ず
し
も
充
分
と
は
言
え
な
か
っ
た
財
政
規
律
を
強
め
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
新
財
投
に

よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
事
業
等
を
対
象
と
し
て
、
事
業
が
終
了
に
至
る
ま
で
の
一
般
会
計
等
か
ら
の
補
助
金
を
は
じ
め
と
し
た
政
策
コ
ス

ト
を
把
握
し
、
割
引
現
在
価
値
と
し
て
把
握
す
る
分
析
手
法
を
基
本
シ
ス
テ
ム
と
し
て
組
み
込
む
こ
と
と
さ
れ
、
政
策
コ
ス
ト
分
析
の
前
提
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と
な
る
財
務
情
報
の
把
握
の
た
め
、
経
理
基
準
の
見
直
し
(
発
生
主
義
会
計
の
導
入
等
)
も
進
め
ら
れ
る
。
新
財
投
に
対
し
て
も
取
り
巻
く

環
境
の
変
化
に
応
じ
て
、
持
続
的
な
見
直
し
が
必
要
と
な
る
。
と
く
に
、
出
口
部
分
に
位
置
す
る
特
殊
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
「
特
殊
法
人

会
計
処
理
基
準
」
等
会
計
制
度
に
対
し
て
の
見
直
し
を
進
め
る
ほ
か
、
外
部
監
査
等
の
積
極
的
活
用
、
政
策
評
価
や
独
立
行
政
法
人
制
度
の

(
幻
)

活
用
等
を
持
続
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

第
五
節

原
資
調
達
の
変
革

新
財
投
制
度
で
は
、
郵
便
貯
金
等
の
義
務
的
預
託
制
度
は
廃
止
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
郵
便
貯
金
は
、
集
め
た
資
金
を
自
ら
の
責
任
で
市

場
に
運
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
旧
財
投
の
最
大
の
原
資
で
あ
っ
た
郵
便
貯
金
が
自
主
運
用
と
な
り
、
財
政
投
融
資
制
度
と
の
直
接
の
関
係
を

絶
た
れ
た
な
か
で
、
新
財
投
は
ど
の
よ
う
に
原
資
を
調
達
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
調
達
方
法
が
債
券
発
行
で
あ
る
。
新
財
投
で
は

旧
財
投
の
よ
う
に
自
動
的
・
受
動
的
に
資
金
が
集
ま
る
仕
組
み
で
は
な
く
、
必
要
と
な
る
資
金
を
必
要
量
だ
け
能
動
的
に
債
券
を
発
行
し
て

市
場
か
ら
調
達
す
る
仕
組
み
と
な
る
。
旧
財
投
で
は
、
財
投
対
象
機
関
の
資
金
の
必
要
性
と
は
切
り
離
さ
れ
た
形
で
郵
便
貯
金
や
年
金
積
立

金
か
ら
原
資
が
流
入
し
て
い
た
。
有
償
資
金
で
あ
る
以
上
、
旧
財
投
制
度
で
は
入
っ
て
き
た
資
金
を
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と

が
旧
財
投
制
度
全
体
の
肥
大
化
を
加
速
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
債
券
を
直
接
発
行
し
市
場
か
ら
資
金
を

調
達
す
る
こ
と
で
必
要
な
資
金
を
必
要
な
時
に
必
要
な
だ
け
調
達
す
る
仕
組
み
に
改
め
て
い
る
。
改
正
後
の
新
財
投
で
は
、
財
投
債
と
財
投

北法51(5・29)1611 
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機
関
債
に
よ
っ
て
原
資
調
達
を
必
要
な
額
だ
け
能
動
的
に
実
施
す
る
。
こ
う
し
た
新
た
な
財
源
調
達
で
課
題
と
な
る
の
は
、
財
投
債
や
財
投
印

機
関
債
発
行
の
環
境
整
備
で
あ
る
。
と
く
に
財
投
機
関
債
は
、
公
団
、
事
業
団
、
公
庫
等
個
別
の
財
投
対
象
機
関
が
発
行
す
る
債
券
で
あ
る
。
山
川

(
刊
以
)

し
か
し
、
現
状
で
の
財
投
機
関
債
発
行
は
限
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
金
融
市
場
の
問
題
に
加
え
行
財
政
側
同F「υ

の
環
境
整
備
の
遅
れ
、
と
く
に
財
投
対
象
機
関
の
自
立
度
の
不
足
と
今
後
の
進
む
べ
き
方
向
性
の
不
明
確
化
に
あ
る
。
ほイイ

f一両岡

(
こ
財
投
債

新
財
投
制
度
の
原
資
調
達
は
、
財
投
債
と
財
投
機
関
債
の
大
き
く
ふ
た
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
財
投
債
は
、
新
財
投
制
度
全
体
で
一
括
発
行

す
る
債
券
で
あ
り
、
国
債
の
一
種
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
建
設
国
債
、
赤
字
国
債
と
並
ぶ
国
債
の
一
種
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

(
お
)

既
存
の
国
債
発
行
と
一
体
の
な
か
で
資
金
調
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
建
設
国
債
等
と
異
な
る
点
は
、
国
民
経
済
計
算
上
で
は
政

府
債
務
と
認
識
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
財
投
債
の
場
合
ほ
か
の
国
債
と
異
な
り
調
達
し
た
資
金
を
財
政
支
出
と
し
て
使
い
切
っ
て
し
ま
う

(
ぬ
)

の
で
は
な
く
、
財
投
対
象
機
関
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
等
資
産
運
用
た
る
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
投
債
分
の
国
債

は
、
政
府
債
務
と
し
て
基
本
的
に
は
把
握
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
国
民
経
済
計
算
作
成
の
国
際
基
準
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
財
投

債
で
調
達
し
た
資
金
の
運
用
自
体
が
資
産
的
性
格
を
有
す
る
と
し
て
も
、
資
産
運
用
自
体
が
ど
れ
だ
け
不
良
資
産
化
し
て
い
る
か
、
あ
る
い

は
政
策
コ
ス
ト
と
し
て
財
政
負
担
を
ど
の
程
度
必
要
と
す
る
か
等
の
精
査
は
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
公
会
計
に
お
け
る
ス
ト
ッ
ク

情
報
の
充
実
や
事
後
コ
ス
ト
把
握
の
拡
充
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
旧
財
投
制
度
と
異
な
り
国
債
を
主
体
と
し
て
資
金
調
達
す
る
た
め
、
旧

財
投
の
中
核
組
織
で
あ
る
資
金
運
用
部
が
余
資
に
よ
っ
て
行
っ
て
き
た
国
債
引
受
等
を
行
う
こ
と
は
不
適
切
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
国
債
管

理
政
策
の
強
化
が
求
め
ら
れ
る
ほ
か
、
新
財
投
制
度
自
体
の
資
金
繰
り
の
た
め
に
融
通
証
券
の
発
行
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
前
節
で
す
で
に
み
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
財
投
債
は
国
債
で
あ
り
、
前
述
し
た
激
変
緩
和
措
置
も
含
め
た
運
用
次
第
で
は
、
旧
財
投
同
様
の
財

政
投
大
の
政
策
展
開
を
支
え
る
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
、
加
え
て
指
摘
す
べ
き
点
と
し
て
第
一
に
公
債
発
行
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
財
政
法
四
条
と
の
関
連
問
題
が
あ
る
。

財
政
法
四
条
一
項
で
は
、
「
国
の
歳
出
は
、
公
債
又
は
借
入
金
以
外
の
歳
入
を
以
て
、
そ
の
財
掠
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
公
共

事
業
費
、
出
資
金
及
び
借
入
金
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
公
債
を
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
こ
と

が
で
き
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
二
項
に
は
「
前
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
公
債
を
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
償
還
の
計
画
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
さ
れ
て
い
る
の
が
「
建
設
公
債
」
で

あ
る
。
問
題
は
、
財
投
債
と
建
設
公
債
の
関
係
で
あ
る
。
建
設
公
債
は
、
財
政
法
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
共
事
業
の
ほ
か
貸
付
金
や
出
資

金
の
資
金
を
確
保
す
る
た
め
に
も
発
行
可
能
で
あ
り
、
財
投
債
と
発
行
対
象
の
性
格
が
か
な
り
の
部
分
で
重
複
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

社
会
資
本
整
備
や
特
殊
法
人
等
の
資
金
繰
り
に
お
い
て
建
設
公
債
と
財
投
債
の
代
替
的
調
達
手
法
の
選
択
を
可
能
に
し
、
財
政
規
律
の
弱
い

方
に
資
金
調
達
を
傾
斜
す
る
こ
と
を
選
択
肢
と
し
て
残
す
結
果
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
国
民
経
済
計
算
上
の
政
府

債
務
の
取
扱
い
に
も
影
響
を
与
え
る
。
こ
う
し
た
代
替
的
調
達
手
法
が
実
際
の
予
算
編
成
で
可
能
と
な
れ
ば
、
全
体
と
し
て
の
財
政
規
律
を

歪
め
る
原
因
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
財
政
融
資
資
金
の
弾
力
条
項
に
対
応
し
て
財
投
債
の
発
行
が
柔
軟
化
さ
れ
れ
ば
、
一
般
会
計
や

特
別
会
計
等
の
資
金
需
要
が
財
政
融
資
資
金
に
転
嫁
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
点
は
、
財
政
融
資
資
金
の
資
金
運
用
方
法
と
し
て
「
国

(
お
)

に
対
す
る
貸
付
(
財
政
資
金
法
一

O
条
)
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
危
倶
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
こ
の
問
題
点
は
、
財
政
法
四
条

jヒ法51(5・31)1613

改
正
に
よ
る
建
設
公
債
、
赤
字
公
債
の
区
分
廃
止
議
論
に
お
い
て
も
充
分
議
論
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
点
は
、
こ
れ
ま
で
発
行
さ
れ
て
き
た
国
債
は
す
べ
て
一
般
会
計
が
発
行
す
る
「
一
般
会
計
債
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

財
投
債
は
国
債
の
一
種
と
し
て
発
行
さ
れ
る
も
の
の
財
政
融
資
特
別
会
計
が
発
行
す
る
「
特
別
会
計
債
」
と
位
置
づ
け
さ
れ
る
。
こ
の
一
般
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会
計
債
と
特
別
会
計
債
の
聞
に
信
用
力
格
差
が
存
在
す
る
か
も
論
点
と
な
る
。
特
別
会
計
は
財
投
対
象
機
関
で
あ
る
特
殊
法
人
と
異
な
り
法

人
格
は
有
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
国
の
財
政
制
度
の
一
部
と
考
え
れ
ば
、
法
的
な
債
務
者
は
日
本
国
で
あ
り
両
者
の
信
用
力
格
差
は
生
じ

な
い
。
し
か
し
、
後
で
み
る
よ
う
に
特
別
会
計
の
性
格
に
よ
り
事
業
性
の
強
い
も
の
(
旧
財
投
制
度
で
は
、
特
殊
法
人
と
並
ん
で
法
人
格
の

な
い
特
別
会
計
を
財
投
対
象
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
)
あ
る
い
は
セ
グ
メ
ン
ト
と
し
て
財
務
情
報
単
位
を
外
部
資
金
調
達
の
面
か
ら

(
お
)

区
分
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
切
り
分
け
た
信
用
力
情
報
の
提
供
を
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。

論

(
二
)
財
投
機
関
債

財
投
債
と
並
ん
で
新
財
投
制
度
の
財
源
調
達
と
し
て
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
る
の
が
財
投
機
関
債
で
あ
る
。
財
投
機
関
債
は
、
各
財
投
対

象
機
関
ご
と
に
債
券
を
発
行
し
資
金
調
達
す
る
方
法
で
あ
る
。
財
投
債
の
よ
う
に
国
債
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
債
券
と
は
異
な
り
、

機
関
ご
と
の
信
用
力
・
財
務
力
を
基
本
と
し
て
発
行
す
る
コ

l
ポ
レ

l
ト
型
の
債
券
で
あ
る
。
財
投
機
関
債
を
発
行
す
る
機
関
は
い
わ
ゆ
る

特
殊
法
人
で
あ
り
、
民
間
企
業
と
異
な
り
国
の
定
め
た
特
別
の
法
律
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
信
用
力
は
国
の
い
わ
ゆ
る

(
幻
)

「
明
示
な
い
し
暗
黙
の
信
用
力
」
を
背
景
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
暗
黙
の
保
証
は
、
不
安
定
な
信
用
で
あ
る
ほ
か
、
財
政
規
律

の
面
か
ら
み
た
場
合
、
安
易
な
債
券
発
行
と
政
府
の
信
用
供
与
の
肥
大
化
に
結
び
つ
く
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
と
く
に
、
八
0
年
代
以
降

の
財
政
運
営
に
お
い
て
は
、
投
資
、
融
資
、
保
証
な
ど
の
枠
組
み
が
必
ず
し
も
明
確
に
住
み
分
け
ら
れ
た
状
況
に
な
く
、
財
政
赤
字
の
拡
大

と
共
に
明
示
・
暗
黙
の
保
証
の
拡
大
が
危
倶
さ
れ
る
点
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
財
投
対
象
機
関
等
に
一
般
会
計
か
ら
補
填
さ
れ
な
い
欠
損
金

や
保
証
残
高
等
が
堆
積
す
る
状
況
が
み
ら
れ
、
国
債
残
高
だ
け
で
な
く
、
明
示
・
暗
黙
の
保
証
の
総
額
も
一
体
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

財
投
機
関
債
の
発
行
は
、
二

O
O
一
年
度
財
政
投
融
資
計
画
に
関
す
る
概
算
要
求
で
も
限
ら
れ
た
額
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
現
状
で
は
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(
辺
)

極
め
て
限
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
金
融
市
場
の
問
題
に
加
え
行
財
政
側
の
環
境
整
備
の
遅

れ
、
財
投
対
象
機
関
の
自
立
度
と
今
後
の
進
む
べ
き
方
向
性
の
不
明
確
化
に
あ
る
。
財
政
投
融
資
の
制
度
改
革
は
、
郵
便
貯
金
や
特
殊
法
人

の
改
革
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
行
財
政
改
革
の
中
核
的
存
在
で
あ
り
、
固
と
地
方
、
計
画
と
実
施
、
中
央
省
庁
と
特
殊
法
人
の
関
係
な
ど

こ
れ
ま
で
の
行
財
政
制
度
そ
し
て
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
き
た
政
策
展
開
の
質
の
見
直
し
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
財
投
対
象
機

関
の
財
務
情
報
等
デ
ィ
ス
ク
ロ
体
制
と
質
の
拡
充
、
格
付
け
や
外
部
監
査
体
制
の
構
築
、
補
給
金
等
財
政
資
金
投
入
の
基
準
の
明
確
化
、
整

理
基
準
の
明
確
化
、
新
旧
財
投
移
行
期
間
の
措
置
等
が
上
げ
ら
れ
る
。
と
く
に
財
政
投
融
資
制
度
改
革
に
よ
る
財
源
の
量
か
ら
質
へ
の
転
換

に
は
、
整
理
等
の
ル

l
ル
化
も
含
め
財
投
対
象
機
関
の
行
為
能
力
と
責
任
能
力
を
明
確
に
す
る
努
力
が
重
要
で
あ
る
。
公
的
部
門
の
整
理
問

題
は
、
特
殊
法
人
、
地
方
自
治
体
の
財
政
を
考
え
る
上
で
も
極
め
て
重
妥
な
課
題
で
あ
る
。

公
的
部
門
の
破
産
に
つ
い
て
は
、
営
利
を
追
求
す
る
民
間
企
業
と
異
な
り
負
債
全
額
の
弁
済
が
不
可
能
と
な
り
組
織
が
消
滅
す
る
確
率
は

ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
等
の
破
産
能
力
は
否
定
す
る
考
え
方
が
通
説
で
あ
る
。
特
殊
法
人
や
地
方
公
営
企
業
等
も
国
や
地
方
自
治
体
の

行
政
権
行
使
の
一
形
態
で
あ
る
と
の
位
置
づ
け
こ
と
か
ら
、
同
様
に
破
産
能
力
は
否
定
す
る
考
え
方
が
基
本
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え

方
の
背
景
に
は
、
民
間
企
業
の
営
利
を
追
求
す
る
業
務
活
動
と
は
異
な
り
、
国
や
地
方
自
治
体
は
「
統
治
機
能
」
を
司
る
組
織
体
で
あ
る
こ

(
お
)

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
財
投
対
象
機
関
が
発
行
す
る
コ

l
ポ
レ
イ
ト
型
債
券
の
信
用
力
を
考
え
る
場
合
、
法
的
に
破
産
が
否
定
さ
れ
て
い
る
機

関
に
対
す
る
組
織
的
な
廃
止
な
い
し
整
理
の
基
準
と
手
続
き
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
論
点
と
な
る
。

そ
れ
に
は
、
統
治
機
能
の
維
持
を
前
提
と
す
る
破
産
能
力
の
否
定
を
経
済
・
財
政
の
側
面
か
ら
具
体
的
に
は
何
に
よ
っ
て
担
保
し
て
い
る

の
か
の
整
理
が
ま
ず
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
担
保
力
の
限
界
を
論
じ
る
も
の
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
中
央
集
権
型
で
あ
り
地
方
自
治
体
が
地
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方
政
府
と
し
て
の
骨
格
を
充
分
持
ち
得
て
い
な
い
日
本
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
体
は
国
の
保
証
に
よ
り
そ
の
存
在
を
最
終
的
に
は
維
持
し

て
い
る
。
地
方
債
の
発
行
許
可
や
財
政
再
建
団
体
制
度
な
ど
も
そ
の
一
例
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
な
担
保
者
と
な
っ
て
い
る
国
は
次
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の
二
点
に
お
い
て
自
ら
の
破
産
能
力
の
否
定
を
経
済
・
財
政
面
か
ら
担
保
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
税
の
制
度
設
計
の
主
体
で
あ

り
徴
税
権
が
あ
る
こ
と
、
第
二
は
通
貨
発
行
権
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
税
の
制
度
設
計
そ
し
て
徴
税
権
の
存
在
は
課
税
対
象
た
る
経

済
活
動
の
存
在
が
前
提
と
な
る
こ
と
か
ら
統
治
権
に
基
づ
く
最
終
的
担
保
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
最
終
的
担
保
は
、
第
二
の
通
貨

発
行
権
の
存
在
に
あ
る
。

通
貨
発
行
権
と
は
、
自
国
の
領
土
内
で
通
用
す
る
通
貨
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
で
あ
る
。
通
貨
を
発
行
し
た
場
合
、
マ
ク
ロ
の

統
計
的
処
理
で
は
国
の
貸
借
対
照
表
の
資
産
と
し
て
通
貨
資
産
が
増
加
す
る
一
方
、
負
債
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
計

上
さ
れ
る
負
債
が
民
間
企
業
の
借
入
や
国
債
、
地
方
債
な
ど
通
常
の
負
債
と
異
な
る
点
は
、
債
務
返
済
の
義
務
は
負
わ
ず
利
子
の
支
払
い
も

雪ι
ロ冊

必
要
と
し
な
い
点
に
あ
る
0
0

通
貨
発
行
権
に
基
づ
く
通
貨
発
行
は
、
統
計
上
で
形
式
的
な
負
債
と
は
な
る
も
の
の
実
態
的
に
は
利
払
い
、
返

済
を
要
す
る
負
債
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
に
と
っ
て
通
貨
の
発
行
は
形
式
的
な
負
債
に
な
る
も
の
の
発
行
額
か
ら
発
行
コ
ス
ト

を
差
し
引
い
た
残
額
が
実
質
上
の
国
の
利
益
と
な
る
。
こ
の
利
益
を
財
源
と
し
て
政
策
展
開
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
仮
に
実
質
的
な

債
務
返
済
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
通
貨
発
行
に
よ
る
利
益
を
確
保
し
こ
の
利
益
に
よ
っ
て
債
務
返
済
す
る
こ
と
が
最
終
的
に
可
能
と

な
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
第
一
の
問
題
は
、
国
は
通
貨
発
行
に
よ
り
「
無
限
の
利
益
」
を
確
保
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
あ
る
。
通
貨

発
行
に
よ
る
国
の
形
式
的
負
債
の
拡
大
は
、
政
策
展
開
を
受
け
た
国
民
か
ら
み
れ
ば
世
代
問
、
地
域
間
資
源
配
分
等
の
歪
み
を
経
由
し
、
最

終
的
に
イ
ン
フ
レ
負
担
を
伴
う
(
財
政
規
律
の
低
下
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
政
配
分
の
歪
み
に
対
す
る
是
正
コ
ス
ト
)
可
能
性
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
国
は
自
ら
の
負
債
を
直
接
返
済
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
国
民
が
イ
ン
フ
レ
と
い
う
姿
で
負
債
の
返
済
を
担
う

可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
世
代
問
、
地
域
聞
の
財
政
配
分
の
歪
み
と
そ
れ
に
伴
う
将
来
の
イ
ン
フ
レ
懸
念
と
し
て
財
政
赤

字
が
認
識
さ
れ
る
段
階
か
ら
、
統
治
機
能
に
対
す
る
国
民
あ
る
い
は
外
国
政
府
、
国
際
経
済
か
ら
の
信
頼
性
は
揺
ら
ぎ
始
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
、
通
貨
発
行
権
を
有
す
る
固
に
お
い
て
も
無
限
に
利
益
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
ぎ
す
、
最
終
的
に
は
経
済
・
財
政
面
か
ら
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統
治
権
を
維
持
で
き
る
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
統
治
権
維
持
に
向
け
た
経
済
・
財
政
面
か
ら
の
コ
ス
ト
比
較
は
取
引
コ
ス
ト
理
論

で
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
状
維
持
コ
ス
ト
と
事
後
の
是
正
コ
ス
ト
の
比
較
が
基
本
と
な
る
。
国
の
統
治
権
維
持
に
向
け
た
財
政
負
担

と
し
て
現
状
の
政
策
維
持
コ
ス
ト
と
配
分
の
歪
み
を
是
正
す
る
事
後
コ
ス
ト
の
ど
ち
ら
が
よ
り
小
さ
い
か
比
較
検
討
が
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

デ
フ
レ
を
回
避
す
る
た
め
の
財
政
投
入
の
拡
大
と
い
う
現
状
の
景
気
対
策
重
視
を
維
持
す
る
コ
ス
ト
と
財
政
規
律
の
低
下
と
そ
れ
に
伴
う
財

政
配
分
の
歪
み
を
是
正
す
る
コ
ス
ト
の
比
較
で
あ
る
。
こ
の
コ
ス
ト
比
較
が
政
治
的
に
現
状
維
持
コ
ス
ト
が
相
対
的
に
小
さ
い
と
判
断
さ
れ

れ
ば
景
気
対
策
の
持
続
と
な
り
、
逆
に
国
政
選
挙
結
果
等
を
通
じ
て
将
来
の
事
後
的
是
正
コ
ス
ト
の
方
が
小
さ
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
財
政
再

建
の
政
策
が
選
択
さ
れ
る
。
取
引
コ
ス
ト
理
論
で
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
や
行
政
の
場
合
将
来
生
じ
る
事
後
的
コ
ス
ト
の
認
識
を

回
避
す
る
か
軽
視
す
る
体
質
が
強
い
。
こ
の
た
め
、
現
実
に
は
事
後
的
是
正
コ
ス
ト
が
現
状
維
持
コ
ス
ト
よ
り
も
低
い
と
判
断
さ
れ
る
に
は

可
成
り
の
時
間
を
必
要
と
し
、
且
つ
政
治
的
あ
る
い
は
行
政
的
統
治
力
に
揺
ら
ぎ
か
生
じ
た
段
階
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
国
の
統
治
権
に

影
響
を
与
え
る
限
界
状
況
の
認
識
が
生
じ
れ
ば
、
地
方
自
治
体
や
特
殊
法
人
の
統
廃
合
も
国
の
統
治
機
能
維
持
の
面
か
ら
の
コ
ス
ト
比
較
に

よ
っ
て
判
断
さ
れ
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
公
的
部
門
に
投
資
す
る
側
か
ら
は
政
治
リ
ス
ク
と
し
て
認

識
す
る
。
こ
の
政
治
リ
ス
ク
を
可
能
な
限
り
低
下
さ
せ
る
た
め
に
は
、
事
後
的
コ
ス
ト
の
把
握
を
整
理
ル

i
ル
の
提
示
に
よ
っ
て
可
能
な
限

り
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
統
治
権
維
持
の
た
め
の
整
理
ル

l
ル
を
明
示
し
な
け
れ
ば
、
資
金
を
投
資
す
る
リ
ス
ク
を
把

握
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
財
政
運
営
が
市
場
か
ら
の
借
入
等
に
よ
る
資
金
調
達
に
依
存
す
る
割
合
が
高
ま
る
ほ
ど
、
こ
の
コ

ス
ト
比
較
の
明
示
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

北法51(5・35)1617

財
投
機
関
債
の
発
行
主
体
で
あ
る
財
投
対
象
機
関
の
コ
ス
ト
限
界
を
明
確
に
し
、
法
人
の
責
任
と
行
為
能
力
を
明
確
化
す
る
ひ
と
つ
の
手

(
ぬ
)

法
と
し
て
、
例
え
ば
キ
ャ
ッ
プ
制
度
の
導
入
が
考
え
ら
れ
る
。

E
I
B
(
E
B宮
B
Z
5
2
2
8向
田

gr)
な
ど
で
採
用
さ
れ
て
い
る
制
度
で

あ
り
、
予
め
授
権
資
本
の
形
で
政
府
信
用
の
限
界
を
提
示
し
、
政
策
展
開
の
た
め
の
財
政
コ
ス
ト
の
制
約
を
明
示
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ



説

ま
で
の
日
本
の
財
投
対
象
機
関
で
行
わ
れ
た
後
付
的
な
税
金
投
入
で
は
な
く
、
事
前
に
財
政
規
律
の
枠
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
事
後
的
に
投

入
さ
れ
る
コ
ス
ト
の
限
界
を
明
示
し
、
政
府
信
用
の
提
供
の
姿
を
示
す
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
機
関
と
し
て
の
存
続
意
義
や
財
務
内
容

を
市
場
面
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

論

第
五
節

格
付
け
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

財
投
機
関
債
は
コ

l
ポ
レ

l
ト
型
の
発
行
が
中
心
と
な
る
こ
と
か
ら
財
投
機
関
債
の
発
行
や
財
投
対
象
機
関
の
問
題
を
論
じ
る
際
に
は
、

財
投
対
象
機
関
の
格
付
け
問
題
も
避
け
ら
れ
な
い
課
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
財
投
機
関
債
の
将
来
型
と
し
て
コ
ー
ポ
レ
!
ト
型
で
は
な
く
、

財
投
対
象
機
関
の
組
織
的
信
用
か
ら
切
り
離
し
、
貸
付
債
権
等
を
直
接
の
担
保
と
し
て
発
行
す
る
ア
セ
ッ
ト
パ
ッ
ク
債
や
事
業
の
収
益
等
を

返
済
財
源
と
す
る
レ
ベ
ニ
ュ

l
債
の
積
極
的
活
用
も
必
要
と
な
る
。

N
P
M
理
論
あ
る
い
は
ブ
レ
ア
政
権
に
お
け
る
ベ
ス
ト
・
パ
リ
ュ
ウ
原

則
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
公
的
部
門
に
対
す
る
資
源
投
入
の
多
様
化
を
図
る
に
は
、
信
用
単
位
の
組
み
替
え
も
必
要
と
さ
れ
る
。

(
二
財
投
対
象
機
関
の
格
付
け
問
題

格
付
け
の
本
質
は
、
組
織
・
事
業
を
問
わ
ず
そ
の
価
値
を
判
断
す
る
も
の
で
は
な
く
債
務
返
済
能
力
た
る
信
用
力
を
判
断
す
る
も
の
で
あ

る
。
企
業
等
の
価
値
は
当
該
企
業
の
株
式
時
価
総
額
や
総
資
産
等
で
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
企
業
の
信
用
力
は
株
式
の
時
価
総
額
等
と
は

直
接
の
関
係
が
な
く
、
他
人
か
ら
借
り
た
資
金
を
当
該
組
織
や
事
業
で
返
済
で
き
る
か
す
な
わ
ち
債
務
履
行
能
力
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
組
織
や
事
業
が
保
有
す
る
資
産
等
に
よ
る
価
値
で
は
な
く
、
単
一
の
組
織
、
事
業
に
よ
っ
て
発
生
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ

l

北法51(5・36)1618
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を
通
じ
て
単
独
で
ど
れ
だ
け
の
支
払
い
能
力
の
確
保
が
可
能
か
債
務
履
行
力
を
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
債
務
履
行
力
は
五
年
程
度
の
期
間

を
見
越
し
て
、
そ
の
期
間
に
お
け
る
企
業
や
事
業
に
よ
っ
て
発
生
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
ど
の
程
度
に
な
る
か
が
重
要
な
判
断
要
素
と

な
る
。
格
付
け
は
債
務
履
行
力
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
債
務
履
行
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
を
主
体
と
し
て
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

設
備
投
資
や
研
究
開
発
な
ど
へ
の
投
資
拡
大
は
、
組
織
の
総
資
産
を
拡
大
さ
せ
規
模
も
増
大
さ
せ
る
。
こ
の
た
め
、
組
織
の
保
有
す
る
資
産

総
額
は
増
加
し
基
本
的
に
組
織
の
価
値
は
高
ま
る
。
し
か
し
。
そ
の
こ
と
が
格
付
け
の
面
で
引
き
上
げ
に
向
け
た
プ
ラ
ス
要
因
に
な
る
と
は

限
ら
な
い
。
投
資
が
拡
大
す
れ
ば
そ
れ
に
伴
う
人
的
、
物
的
消
費
が
拡
大
し
債
務
履
行
に
対
す
る
キ
ヤ
y
シ
ユ
フ
ロ
ー
が
減
少
す
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
潤
沢
で
あ
る
こ
と
は
債
権
者
へ
の
債
務
履
行
力
が
高
い
こ
と
を
意
味
し
格

付
け
の
面
か
ら
は
引
き
上
げ
要
因
と
な
る
も
の
の
、
組
織
の
価
値
と
し
て
は
必
ず
し
も
良
い
こ
と
と
は
判
断
さ
れ
な
い
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

が
潤
沢
で
あ
る
こ
と
は
、
余
裕
資
金
を
抱
え
す
ぎ
て
お
り
投
資
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
財
投
対
象
機

関
で
は
、
事
後
コ
ス
ト
も
含
め
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ

l
の
面
か
ら
の
評
価
軸
が
欠
如
し
て
い
た
点
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら

は
、
組
織
体
が
収
益
追
求
を
目
的
と
す
る
か
否
か
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ

l
把
握
そ
し
て
格
付
け
の
必
要
性
と
は
必
ず
し
も
同
次
元
の
問
題
と

は
言
え
な
い
。
組
織
や
事
業
に
投
入
さ
れ
た
資
金
が
投
資
や
債
務
返
済
等
に
知
何
に
配
分
さ
れ
て
い
る
か
は
公
的
部
門
に
お
い
て
も
重
要
な

課
題
と
な
る
。

ま
た
、
組
織
や
事
業
の
外
部
環
境
や
資
源
投
資
の
構
造
な
ど
は
常
に
変
化
す
る
。
こ
の
変
化
す
る
環
境
等
に
適
応
し
て
最
適
な
財
務
運
営

を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
最
上
位
の
格
付
け
を
得
る
こ
と
だ
け
が
企
業
や
事
業
の
経
営
に
と
っ
て
適
切
で
あ
る
と
は
言

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
格
付
け
は
企
業
規
模
な
ど
で
は
一
律
に
判
断
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
当
然
の
こ
と
実
際
の
債
務
不
履
行
が
発
生

す
る
確
率
と
債
務
履
行
力
は
異
な
る
。
ま
た
、
企
業
や
事
業
の
破
綻
と
債
務
不
履
行
と
は
別
問
題
で
あ
る
こ
と
も
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

(ω) 
な
し
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企
業
の
貸
借
対
照
表
は
、
調
達
資
金
の
運
用
た
る
資
産
と
資
金
調
達
の
内
容
で
あ
る
負
債
、
資
本
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
負
債
、
資
本
は

共
に
外
部
か
ら
調
達
す
る
資
金
で
あ
る
が
、
別
の
言
葉
で
表
現
す
る
と
他
人
資
本
、
自
己
資
本
と
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
企
業
の

経
営
で
は
、
自
己
資
本
と
他
人
資
本
を
比
較
し
た
場
合
よ
り
多
く
の
経
営
資
源
を
自
己
資
本
確
保
の
た
め
に
投
入
し
て
き
た
。
株
主
総
会
対

策
等
は
そ
の
典
型
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
人
資
本
に
対
す
る
資
源
投
入
は
け
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
外
部

か
ら
資
金
を
借
入
金
等
の
形
で
調
達
す
る
場
合
、
通
常
メ
イ
ン
パ
ン
ク
を
通
じ
て
調
達
さ
れ
、
あ
る
い
は
政
府
系
金
融
機
関
を
通
じ
て
調
達

さ
れ
る
た
め
、
市
場
全
体
に
対
す
る
情
報
開
示
や
市
場
に
対
す
る
防
衛
コ
ス
ト
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
地
方
自
治
体
の
資
金
調
達
の

内
容
も
固
か
ら
の
補
助
金
の
獲
得
等
に
対
し
て
は
多
く
の
資
源
投
入
が
行
わ
れ
で
も
、
地
方
債
等
の
発
行
に
対
し
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
資

源
投
入
が
図
ら
れ
ず
、
市
場
と
の
情
報
共
有
が
図
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
が
実
態
で
あ
る
。
す
で
に
見
た

N
P
M
理
論
で
は
、
公
的
部
門
に

対
す
る
市
場
原
理
等
の
活
用
の
目
的
と
し
て
、
資
源
投
入
の
多
様
化
と
市
場
へ
の
防
衛
力
の
強
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
日
本

の
場
合
、
公
的
部
門
だ
け
で
は
な
く
、
民
間
企
業
に
お
い
て
も
同
様
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
。
親
会
社
や
メ
イ
ン
パ
ン
ク
制
度
に
基

礎
を
お
い
た
企
業
経
営
で
は
、
市
場
と
の
情
報
共
有
や
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
の
資
源
投
資
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
格
付
け
の
実
施
は
、

市
場
を
通
じ
て
調
達
さ
れ
る
他
人
資
本
に
対
す
る
債
務
躍
行
力
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
主
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
金
融
機

関
を
は
じ
め
と
し
た
民
間
企
業
の
株
の
持
ち
合
い
構
造
が
崩
れ
る
な
か
、
民
間
企
業
も
市
場
か
ら
の
直
接
的
な
資
金
調
達
の
比
重
が
高
ま
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
大
き
な
流
れ
に
対
し
て
、
格
付
け
は
組
織
体
の
経
済
的
価
値
を
序
列
付
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
債
務
履
行
力
を

判
断
す
る
こ
と
で
あ
り
他
人
資
本
に
対
す
る
情
報
共
有
と
説
明
責
任
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
充
分
に
持
つ
必
要
が
あ
る
。
企

業
や
事
業
を
対
象
と
す
る
債
券
投
資
に
関
す
る
リ
ス
ク
は
、
債
券
発
行
者
自
体
が
債
務
を
返
済
で
き
な
い
デ
ィ
フ
ォ
ル
ト
リ
ス
ク
、
債
券
を

市
場
等
で
売
却
し
投
下
資
金
を
ど
の
程
度
ど
の
時
期
に
回
収
で
き
る
か
を
判
断
す
る
流
動
性
リ
ス
ク
、
債
券
を
市
場
等
で
売
却
し
た
時
の
価

格
変
動
リ
ス
ク
、
債
券
が
途
中
で
償
還
さ
れ
た
り
利
子
が
変
動
し
た
り
す
る
ポ

l
ト
フ
ォ
リ
オ
リ
ス
ク
、
組
織
や
事
業
の
人
的
構
成
・
資
本

さち也
附潤
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構
成
等
が
変
動
す
る
こ
と
で
生
じ
る
構
造
的
リ
ス
ク
な
ど
が
存
在
す
る
。
デ
ィ
フ
ォ
ル
ト
リ
ス
ク
が
以
上
の
多
く
の
リ
ス
ク
の
な
か
で
占
め

る
比
率
は
大
き
い
も
の
の
、
リ
ス
ク
の
全
て
で
は
な
い
。
ま
た
、
リ
ス
ク
は
説
明
責
任
が
果
た
さ
れ
ず
不
透
明
な
部
分
そ
し
て
明
言
し
て
い

る
内
容
通
り
の
事
実
が
提
示
さ
れ
な
い
場
合
に
事
後
的
に
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
リ
ス
ク
構
成
は
、
公
的
部
門
で
も
基
本
的
に
共

通
す
る
も
の
で
あ
り
、
リ
ス
ク
コ
ス
ト
や
非
確
実
性
コ
ス
ト
を
充
分
認
識
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
政
策
形
成
そ
し
て
財
投
対
象
機
関
に
お
い

て
情
報
形
成
と
情
報
開
示
を
通
じ
た
リ
ス
ク
対
応
が
求
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
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(
二
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
型
の
検
討

さ
ら
に
、
財
投
機
関
債
の
発
展
形
態
と
し
て
ア
セ
ッ
ト
パ
ッ
ク
債
や
レ
ベ
ニ
ュ

l
債
の
積
極
的
導
入
が
選
択
肢
と
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に

指
摘
し
た
。
両
形
態
と
も
財
投
対
象
機
関
の
組
織
と
し
て
の
信
用
力
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
形
で
資
金
調
達
す
る
。
こ
の
た
め
、
資
金
調
達

の
担
保
は
よ
り
細
分
化
さ
れ
た
事
業
単
位
が
基
本
と
さ
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
的
発
想
の
必
要
性
で
あ
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
、
事
業
等
特
定
の
経
済
単
位
を
対
象
に
し
た
資
金
調
達
で
あ
り
、
資
金
の
供
給
側
は
、
単
一
の
事
業
等
を

通
じ
て
確
保
さ
れ
る
資
金
(
い
わ
ゆ
る
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ

l
」
)
と
事
業
資
産
を
貸
付
資
金
の
回
収
源
と
す
る
金
融
的
手
法
を
意
味
す
る
。

欧
米
で
一
般
的
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
対
象
と
さ
れ
る
事
業
と
し
て
は
、
鉱
業
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
工
業
関
連
の
事
業
の
ほ
か
、

高
速
道
路
、
橋
、
空
港
、
ゴ
ミ
処
理
プ
ラ
ン
ト
、
施
設
等
社
会
資
本
整
備
の
事
業
を
中
心
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
組
織
体
全
体

の
信
用
力
を
担
保
と
す
る
コ

l
ポ
レ

l
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
型
と
は
異
な
り
、
基
本
的
に
組
織
体
の
信
用
力
と
分
離
さ
れ
た
特
定
事
業
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
!
と
資
産
を
信
用
力
と
す
る
金
融
形
態
で
あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
特
色
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
点
は
、
第
一
に
資

金
の
調
達
主
体
で
あ
る
組
織
体
の
資
金
貸
し
手
に
対
す
る
責
任
は
基
本
的
に
遡
及
さ
れ
ず
限
定
的
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
資
金
調
達
の
主
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説

体
で
あ
る
組
織
体
の
目
的
は
、
単
一
の
事
業
の
遂
行
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
第
三
に
、
資
金
調
達
の
主
体
で
あ
る
組
織
体
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

会
社
で
あ
り
特
別
目
的
会
社

(
S
P
C
)
の
形
態
を
と
る
こ
と
が
多
く
、
当
該
会
社
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
獲
得
す
る
資
金
た
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ

l
の
使
途
に
は
制
限
が
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
発
生
す
る
リ
ス
ク
の
負
担
は
当
事
者
間
の
意
志
と
管
理
能
力

等
に
基
づ
き
契
約
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
、
第
五
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
リ
ス
ク
分
散
の
構
成
で
あ
り
、
リ
ス
ク
分
担
を
は

じ
め
と
し
て
事
業
要
素
の
構
成
が
資
金
回
収
に
如
何
に
適
切
に
組
ま
れ
て
い
る
か
な
ど
の
点
か
ら
格
付
け
さ
れ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。

ヨ"B岡

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
、
特
定
の
単
一
事
業
に
関
わ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
ト
資
産
の
み
に
よ
っ
て
格
付
け
さ
れ
る
こ
と
を
基

本
と
す
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
格
付
け
を
行
う
場
合
、
通
常
次
の
各
段
階
を
分
け
て
評
価
さ
れ
る
。
第
一
段
階
は
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
基
礎
を
形
成
す
る
収
入
・
財
務
構
造
、
操
業
能
力
な
ど
が
如
何
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
事
業
形
成
評
価
、
第
二
段
階
は
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
影
響
を
与
え
る
制
度
の
評
価
で
あ
る
。
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
連
す
る
法
規
制
や
行
政
側
か
ら
の
指
導
等
運
営
へ
の
関

与
と
そ
の
安
定
性
、
事
業
に
関
連
し
た
情
報
の
共
有
可
能
性
な
ど
の
評
価
が
具
体
的
に
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
第
三
段
階
と
し
て
、
政
府
系
金

融
機
関
や
保
険
、
行
政
か
ら
資
金
供
給
な
ど
信
用
供
与
に
関
す
る
リ
ス
ク
が
評
価
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
国
際
的
事
業
の
場
合
に
は
世
界

銀
行
を
は
じ
め
と
し
た
国
際
金
融
機
関
の
保
証
に
よ
る
優
先
弁
済
の
確
保
、
囲
内
で
は
日
本
政
策
投
資
銀
行
な
ど
政
府
系
金
融
機
関
か
ら
の

融
資
や
保
証
、
民
間
保
険
会
社
等
に
よ
る
保
険
設
定
等
の
内
容
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
関
連
し
と
く
に
留
意
す
べ
き
点
は
、
政
府
系

金
融
機
関
や
政
府
か
ら
の
保
証
・
保
険
等
に
ほ
と
ん
ど
を
依
存
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
リ
ス
ク
変
動
に
対
し
て
感
応
度
(
変
化
に
対
し
て

対
応
す
る
敏
感
性
)
が
低
く
な
り
や
す
い
点
で
あ
る
。
事
業
と
し
て
の
収
入
・
財
務
構
造
等
に
関
す
る
信
用
度
は
高
め
る
も
の
の
、
環
境
変

化
等
に
伴
う
リ
ス
ク
変
動
へ
の
認
識
を
低
く
す
る
原
因
と
な
り
や
す
く
、
結
果
と
し
て
リ
ス
ク
転
嫁
の
構
造
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
は
、
事
業
参
加
者
が
リ
ス
ク
を
可
能
な
限
り
認
識
し
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
事
業
の
ス
タ
ー
ト
に

お
い
て
契
約
を
通
じ
て
配
分
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
実
際
の
リ
ス
ク
分
担
の
執
行
段
階
に
お
い
て
も
確
実
に
履
行
さ
れ
る
仕
組
み
が
必
要
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と
な
る
。
当
事
者
間
で
の
依
存
体
質
で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
が
行
き
詰
ま
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
信
用
供
与
の
構
成
か
ら
派
生

し
て
生
じ
る
事
業
体
質
に
も
充
分
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
は
、
コ
ー
ポ
レ

i
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
時

に
重
視
さ
れ
て
き
た
組
織
聞
の
系
列
や
上
下
関
係
は
重
要
な
要
素
と
は
さ
れ
ず
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
事
業
形
成
評
価
、
制
度
評
価
、

信
用
供
与
評
価
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
格
付
け
が
重
要
な
要
素
と
な
る
。

第
五
節

資
金
の
性
格
と
政
策
形
成

財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考祭

新
財
投
制
度
に
お
い
て
は
徐
々
に
し
か
し
確
実
に
資
金
の
質
的
変
化
が
生
じ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
公
的
部
門
の
統
制
基
準
や
財
政
な
ど
情

報
の
質
と
そ
の
共
有
体
制
の
見
直
し
を
求
め
る
ほ
か
、
政
策
形
成
に
対
し
て
も
従
来
の
イ
ン
ク
レ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
型
の
思
考
を
見
直
す
要
因

と
な
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
断
片
的
に
各
節
で
指
摘
し
て
き
た
財
政
投
融
資
の
制
度
改
革
が
政
策
形
成
へ
与
え
る
影
響
を
再
整
理
す
る
。

第
一
に
、
政
策
の
時
間
的
視
野
の
中
短
期
化
で
あ
る
。
旧
財
投
に
お
い
て
は
郵
便
貯
金
と
年
金
積
立
金
の
義
務
的
預
託
制
度
、
そ
し
て
右

肩
上
が
り
の
成
長
と
右
肩
下
が
り
の
長
期
金
利
構
造
に
よ
り
資
金
面
で
の
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ス
ク
を
潜
在
化
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
。
こ
の
た
め
期
間
変
換
機
能
を
充
分
に
発
揮
し
、
二

O

三
O
年
を
超
え
る
長
期
の
視
野
で
の
政
策
展
開
を
財
源
面
か
ら
可
能
に
し
て
き

た
。
し
か
し
、
新
財
投
に
お
い
て
は
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ス
ク
の
高
ま
り
、
そ
し
て
右
肩
下
が
り
の
長
期
金
利
構
造
の
終
鷲
に
よ
る
金
利
リ

ス
ク
の
高
ま
り
か
ら
資
金
の
質
が
変
動
性
・
流
動
性
を
高
め
る
。
こ
の
た
め
、
旧
財
投
同
様
の
長
期
的
政
策
の
領
域
を
抱
え
た
場
合
、
将
来

の
事
後
的
財
政
コ
ス
ト
の
負
担
は
相
対
的
に
拡
大
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新
財
投
に
よ
る
長
期
的
政
策
領
域
の
絞
り
込
み
を
行

う
と
同
時
に
、
今
ま
で
希
薄
で
あ
っ
た
リ
ス
ク
コ
ス
ト
等
の
事
後
コ
ス
ト
の
把
握
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、
新
財
投
に
お
け
る
資
金
の
変
動
性
・
流
動
性
の
高
ま
り
は
、
従
来
の
非
確
実
性
を
軽
視
し
た
政
策
形
成
を
難
し
く
す
る
。
資
金
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説

の
変
動
性
・
流
動
性
が
高
ま
る
こ
と
は
、
政
策
コ
ス
ト
が
将
来
に
わ
た
っ
て
変
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
こ
れ
ま

で
後
年
度
負
担
と
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
債
務
負
担
行
為
の
議
決
等
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
る
。
こ
の
た
め
、
事
業
等
の
事
前
評
価
段
階

で
政
策
全
体
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
を
出
来
る
だ
け
把
握
し
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
加
え
て
、
資
金
の
流
動
性
の
高
ま
り
は
、

北法51(5・42)1624

論

こ
う
し
た
変
動
す
る
コ
ス
ト
の
潜
在
化
を
困
難
に
す
る
。

第
三
に
、
政
策
情
報
単
位
の
細
分
化
で
あ
る
。
組
織
体
そ
し
て
事
業
に
細
分
化
さ
れ
た
単
位
で
の
信
用
力
確
保
が
必
要
と
な
る
た
め
、
こ

れ
ま
で
と
異
な
り
細
分
化
さ
れ
た
セ
グ
メ
ン
ト
と
し
て
の
情
報
の
形
成
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
従
来
の
縦
割
り
情
報
の
細
分

化
で
は
な
く
、
横
断
的
情
報
の
細
分
化
を
意
味
す
る
。

お
わ
り
に

第
二
章
第
五
節
で
指
摘
し
た
要
因
以
外
に
も
、
政
策
形
成
に
与
え
る
要
因
は
多
く
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
何
れ
も
が
従
来
の
政
策
に

関
す
る
意
思
決
定
等
に
関
係
し
て
き
た
属
性
等
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
意
思
決
定
の
前
提
と
な
る
情
報
の
質
と
情
報
管
理
の
あ
り
方
に
も

影
響
を
与
え
る
。
財
政
投
融
資
制
度
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
官
と
民
、
そ
し
て
金
融
と
財
政
の
狭
間
で
公
的
部
門
の
統
制
基
準
の
あ

り
方
を
考
察
す
る
こ
と
と
一
体
の
課
題
で
あ
る
。
限
定
さ
れ
た
コ
ス
ト
議
論
や
評
価
議
論
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
市
場
原
理
や
競
争
原

理
と
積
極
的
に
向
き
合
う
中
で
制
度
の
あ
り
方
と
運
営
を
議
論
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
財
政
投
融
資
制
度
改
革
は
、
徐
々
に
し
か

し
確
実
に
財
政
運
営
に
影
響
を
与
え
て
く
る
。
そ
の
影
響
は
、
財
投
対
象
機
関
だ
け
で
な
く
地
方
自
治
体
さ
ら
に
は
独
立
行
政
法
人
な
ど
の

運
営
に
も
及
ん
で
く
る
問
題
で
あ
る
。



財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察

+土

(
l
)
財
政
投
融
資
制
度
は
、
「
財
政
政
策
を
金
融
的
手
段
を
用
い
て
遂
行
す
る
手
段
」
と
定
義
付
け
ら
れ
て
い
る
(
大
蔵
省
理
財
局
『
財
政
投
融
資

リ
ポ
ー
ト
的
』
二
|
五
頁
)
。

(
2
)
財
政
投
融
資
制
度
の
起
源
は
、
「
公
的
資
金
に
よ
る
投
資
・
融
資
活
動
」
と
と
ら
え
た
場
合
、
一
八
七
二
年
創
設
さ
れ
た
準
備
金
制
度
に
ま
で

遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
準
備
金
制
度
は
、
六
九
年
設
立
さ
れ
た
国
庫
積
立
金
(
明
治
政
府
が
所
有
し
た
土
地
・
不
要
物
品
等
の
売
却
代
金

等
を
原
資
と
し
て
設
立
)
を
母
体
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。
そ
の
後
、
固
有
財
産
の
売
却
代
金
等
に
加
え
、
七
六
年
に
国
民
か
ら
預
か
っ

た
駅
逓
局
貯
金
等
を
大
蔵
省
が
保
管
し
、
準
備
金
制
度
で
投
融
資
に
活
用
す
る
規
則
(
準
備
金
取
扱
規
則
)
が
定
め
ら
れ
、
準
備
金
制
度
の
充

実
が
図
ら
れ
て
い
る
。
準
備
金
制
度
の
原
資
と
さ
れ
た
駅
逓
局
貯
金
は
七
五
年
に
内
務
省
所
管
と
し
て
業
務
を
開
始
し
、
現
在
の
郵
便
貯
金
の

前
身
と
な
っ
た
制
度
で
あ
る
。
当
初
は
通
貨
調
整
・
殖
産
振
興
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
東
京
為
替
会
社
へ
の
預
託
・
運
用
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し

た
が
、
七
六
年
以
降
は
第
一
国
立
銀
行
と
準
備
金
制
度
に
対
す
る
二
本
立
て
の
預
託
・
運
用
と
な
り
準
備
金
制
度
の
重
要
な
原
資
と
な
っ
て
い

る
。
二
本
立
て
の
預
託
・
運
用
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
東
京
為
替
会
社
に
対
す
る
運
用
不
振
が
あ
る
。
東
京
為
替
会
社
へ
の
駅
逓
局
貯
金
の
運

用
は
、
同
会
社
に
対
し
て
年
利
八
歩
の
金
利
で
行
わ
れ
て
い
た
が
預
託
・
運
用
が
不
良
化
す
る
可
能
性
も
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
第
一
国
立
銀
行

へ
の
年
利
五
歩
の
運
用
と
準
備
金
制
度
へ
の
預
託
・
運
用
で
立
て
直
し
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
八
五
年
に
制
定
さ
れ
た
「
預
金
規
則
」
に
よ

り
大
蔵
省
に
預
金
局
(
大
蔵
省
理
財
局
の
前
身
)
が
設
置
さ
れ
、
政
府
預
金
の
出
納
を
行
う
預
金
部
が
国
庫
の
中
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
り
国
庫
資
金
と
駅
逓
局
貯
金
と
も
に
大
蔵
省
預
金
局
で
管
理
す
る
「
預
金
部
制
度
」
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
預
金
部
制
度
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
一
九
五
二
年
に
資
金
運
用
部
が
誕
生
す
る
ま
で
七
0
年
間
に
わ
た
り
財
政
投
融
資
制
度
を
支
え
る
中
核
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

預
金
部
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
法
的
に
未
整
備
で
あ
っ
た
駅
逓
局
貯
金
の
資
金
・
運
用
体
制
が
整
備
さ
れ
正
式
な
国
庫
金
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
資
金
の
管
理
運
用
責
任
が
国
に
あ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
資
金
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
準
備
金
制
度
に
一

本
化
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
明
確
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
預
金
部
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
資
金
運
用
に
つ

い
て
も
実
質
的
に
制
度
化
さ
れ
、
国
債
引
受
け
を
主
体
と
す
る
制
度
と
さ
れ
て
い
る
。
預
金
部
制
度
に
よ
る
具
体
的
な
資
金
運
用
は
、
当
初
日

本
銀
行
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
一
般
会
計
や
国
立
銀
行
へ
の
資
金
運
用
も
一
時
行
わ
れ
た
も
の
の
、
八
九
年
ま
で
に
は
原
則
廃
止
さ
れ

国
債
引
受
へ
の
運
用
一
本
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
日
本
銀
行
へ
の
預
託
も
九
三
年
に
当
座
預
金
が
無
利
子
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
廃
止
さ
れ
て

い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
明
治
時
代
、
郵
便
貯
金
、
財
政
投
融
資
制
度
の
前
身
で
あ
る
駅
逓
局
貯
金
、
準
備
金
制
度
、
預
金
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部
制
度
等
が
制
度
的
に
創
設
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
時
代
は
民
間
金
融
機
関
が
金
融
仲
介
に
主
体
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
時
代
で

あ
り
、
国
の
公
的
信
用
も
相
対
的
に
弱
か
っ
た
こ
と
か
ら
郵
便
貯
金
に
資
金
も
集
ま
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
預
金
部
制
度
自
体
、

政
策
展
開
に
資
金
供
給
す
る
主
体
的
制
度
で
は
な
く
、
む
し
ろ
郵
便
貯
金
の
資
金
運
用
も
含
め
運
用
コ
ス
ト
負
担
が
拡
大
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。

預
金
部
制
度
が
政
策
展
開
に
お
い
て
、
拡
大
体
質
を
強
め
る
の
は
こ

O
世
紀
に
入
っ
た
明
治
時
代
末
期
で
あ
る
。

(3)
戦
前
の
預
金
部
制
度
に
お
け
る
不
良
資
産
問
題
の
経
緯
を
整
理
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
註

(
2
)
で
み
た
よ
う
に
預
金
部
制
度
の
資

金
運
用
は
、
国
債
引
受
へ
の
運
用
に
一
本
化
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
運
用
実
態
は
大
蔵
省
の
裁
旦
一
旦
専
任
事
項
と
さ
れ
て
お
り
、
帝
国
議
会

の
監
督
も
受
け
な
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
。
)
九
世
紀
の
問
は
、
郵
便
貯
金
か
ら
の
預
金
部
制
度
へ
の
資
金
シ
フ
ト
が
生
じ
な
か
っ
た
も
の

の
、
二

O
世
紀
に
入
り
、
日
本
政
府
の
公
的
信
用
の
高
ま
り
、
さ
ら
に
は
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
等
に
よ
る
社
会
不
安
な
ど
も
重
な
り
、
預
金

部
へ
の
資
金
流
入
が
拡
大
傾
向
を
強
め
て
い
る
o

集
ま
っ
た
金
融
資
金
は
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
然
に
預
金
部
へ
の
資
金
流
入
は
、
政

策
展
開
へ
の
資
金
運
用
範
聞
の
急
速
な
拡
大
を
も
た
ら
す
に
至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
資
金
流
入
先
行
型
の
制
度
は
、
鉄
道
・
通
信
な
ど
の
民

間
事
業
へ
の
勧
業
融
資
、
政
府
系
金
融
機
関
等
へ
の
出
資
、
特
殊
銀
行
の
債
権
引
受
、
特
別
会
計
へ
の
貸
付
な
ど
資
金
運
用
の
範
囲
を
急
速
に

拡
大
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
面
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
地
方
自
治
体
や
森
林
・
畜
産
組
合
等
に
対
し
て
地
域
還
元
の
名
目
で
実
施
さ
れ
た
低

利
融
資
と
対
特
殊
銀
行
融
資
で
あ
る
。
前
者
の
地
域
還
元
は
、
一
九
一

O
年
創
設
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
農
業
の
保
護
・
育
成
を
主
た
る
目
的
と

し
て
実
施
さ
れ
た
資
金
運
用
で
あ
る
が
、
後
に
深
刻
な
不
良
資
産
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
る
。
ま
た
、
後
者
の
特
殊
会
社
へ
の
資
金
運
用
も
中

国
進
出
等
の
国
策
遂
行
優
先
の
政
策
判
断
に
よ
っ
て
大
き
く
傷
つ
く
結
果
と
な
る
。
特
殊
会
社
は
、
産
業
基
盤
整
備
を
は
じ
め
と
し
た
特
定
の

政
策
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
法
令
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
法
人
で
あ
り
、
預
金
部
か
ら
長
期
性
資
金
を
調
達
し
、
長
期
の
資
金
供
給
を
行

う
こ
と
を
主
た
る
役
割
と
し
て
い
た
。
一
九
世
紀
末
期
か
ら
設
立
が
活
発
化
し
、
一
八
八

O
年
外
国
為
替
業
務
を
専
門
に
行
う
東
京
銀
行
(
現

東
京
三
菱
銀
行
)
の
前
身
で
あ
る
横
浜
正
金
銀
行
、
九
六
年
に
農
工
銀
行
の
中
央
機
関
と
し
て
日
本
勧
業
銀
行
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
後
も
一
九

0
0
年
に
大
規
模
産
業
等
へ
の
政
府
事
業
融
資
を
主
た
る
業
務
と
す
る
日
本
興
業
銀
行
と
一
九
九
七
年
破
綻
し
た
北
海
道
拓
殖
銀
行
が
設
立
さ

れ
て
い
る
。
特
殊
銀
行
は
、
資
金
調
達
を
勧
業
債
券
等
金
融
債
券
発
行
に
よ
っ
て
行
う
一
方
、
運
用
面
で
は
政
府
の
監
督
を
受
け
る
制
度
と
な
っ

て
い
る
。
資
金
調
達
の
た
め
の
金
融
債
発
行
に
つ
い
て
は
、
元
本
と
金
利
の
返
済
を
政
府
が
保
証
す
る
「
元
利
償
還
に
関
す
る
政
府
保
証
」
を

受
け
て
い
た
ほ
か
、
大
蔵
省
理
財
局
が
管
理
す
る
預
金
部
で
直
接
引
き
受
け
る
こ
と
が
可
能
な
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
。
二

O
世
紀
白
頭
、
一

九
O
八
年
度
末
の
預
金
部
の
資
金
運
用
状
況
を
整
理
す
る
と
、
総
額
二
億
円
中
、
約
六
割
以
上
の
一
億
五

0
0
0
万
円
強
は
従
来
同
様
の
国
債
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財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察

引
受
け
(
外
国
国
債
を
含
む
)
に
資
金
配
分
さ
れ
て
お
り
、
特
殊
銀
行
へ
の
資
金
運
用
は
全
体
の
一
割
強
に
あ
た
る
こ
=
δ
O
万
円
程
度
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
一
七
年
後
の
二
五
年
度
末
に
は
総
額
が
一
八
億
円
弱
に
拡
大
し
、
運
用
に
つ
い
て
も
外
国
国
債
を
含
む
国
債
引
受

け
額
が
全
体
の
二
四
%
強
の
四
億
四
0
0
0
万
程
度
に
急
減
し
た
一
方
で
、
特
殊
銀
行
へ
の
運
用
は
全
体
の
三
五
%
に
拡
大
、
運
用
金
額
も
六

億
円
を
超
え
る
規
模
に
達
し
て
い
る
。
加
え
て
、
一
九
O
八
年
時
点
で
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
地
方
自
治
体
へ
の
運
用
も
二
五
年
時
点
で
は
、
二
億

円
強
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
特
殊
銀
行
に
対
す
る
資
金
運
用
が
急
増
し
た
背
景
に
は
、
清
国
、
中
国
向
け
の
借
款
等
大
陸
進
出
向
け
資

金
の
確
保
と
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
海
運
・
鉄
鋼
・
繊
維
・
科
学
産
業
の
不
況
、
株
式
市
場
暴
落
へ
の
救
済
政
策
が
横
た
わ
る
。
国
の
体
制
等

戦
前
の
姿
で
あ
り
政
治
・
行
政
の
姿
に
は
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
政
策
形
成
と
そ
れ
を
支
え
る
財
政
資
金
の
質
に
は
一
一
一
世
紀
に
至
っ
た
現
在

の
財
政
投
融
資
改
革
の
局
面
と
共
通
す
る
姿
が
存
在
す
る
。
特
殊
銀
行
へ
の
資
金
運
用
の
拡
大
は
、
政
策
策
定
に
対
す
る
規
律
を
崩
壊
さ
せ
て

い
る
。
特
殊
銀
行
と
し
て
の
公
共
性
を
形
骸
化
さ
せ
、
利
益
誘
導
と
し
て
の
地
域
開
発
や
業
界
救
済
措
置
に
国
民
の
貯
蓄
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
政
策
規
律
の
崩
壊
は
、
郵
便
貯
金
そ
し
て
預
金
部
制
度
に
巨
額
の
不
良
資
産
を
発
生
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。
抱
え
込
ん
だ
不

良
資
産
は
、
三
一
年
に
勃
発
し
た
満
州
事
変
に
よ
る
好
景
気
を
背
景
に
一
時
的
に
回
収
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
最
終
的
に
一
般
会

計
の
負
担
と
し
て
税
金
で
処
理
さ
れ
て
い
る
。
一
九
二
六
年
時
点
で
預
金
部
が
抱
え
た
不
良
資
産
は
、
囲
内
向
け
が
総
額
一
兆
六
=
一
O
六
万
円
、

う
ち
朝
鮮
銀
行
向
け
五
六
O
O
億
円
、
台
湾
銀
行
向
け
五

0
0
0
億
円
、
日
本
興
業
銀
行
向
け
二
ハ
O
O
万
円
等
と
な
っ
て
い
る
。
海
外
向
け

は
、
総
額
一
兆
二
七
二
八
億
円
、
う
ち
横
浜
正
金
銀
行
向
け
四
0
0
0
万
円
強
、
東
洋
拓
殖
銀
行
三
0
0
0
万
円
強
、
日
本
興
業
銀
行
二

0
0

0
万
円
弱
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
不
良
資
産
の
発
生
は
、
資
金
の
運
用
が
大
蔵
省
の
裁
量
専
任
事
項
と
さ
れ
民
主
主
義
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク

が
実
質
的
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
等
を
背
景
と
し
て
い
る
。
預
金
部
が
抱
え
た
不
良
資
産
の
整
理
と
同
時
に
、
抜
本
的
な
制
度
改
革
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
「
預
金
部
改
革
」
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
、
不
良
資
産
の
処
理
と
共
に
「
預
金
部
特
別
会
計
法
」
等
が
制
定
さ
れ
、

原
資
と
運
用
に
関
す
る
抜
本
的
な
預
金
部
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
改
革
で
は
、
第
一
に
預
金
部
の
原
資
は
、
現
金
、
郵
便
貯
金
の
ほ
か
、

特
別
会
計
の
積
立
金
や
余
裕
金
で
構
成
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
資
金
の
運
用
は
、
有
利
・
確
実
と
公
共
性
を
重
視
し
、
預
金
部
資
金
運
用
委
員

会
へ
の
諮
問
に
基
づ
き
行
、
つ
こ
と
、
第
三
に
、
具
体
的
な
運
用
の
内
容
も
資
金
運
用
規
則
の
定
め
に
従
っ
て
、
国
債
、
地
方
債
、
特
別
法
令
設

立
会
社
の
社
債
、
産
業
債
券
の
引
き
受
け
、
外
国
政
府
の
発
行
す
る
公
債
等
の
応
募
や
買
い
取
り
等
に
限
定
す
る
こ
と
、
第
四
に
、
預
金
部
の

経
理
内
容
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
特
殊
銀
行
に
対
す
る
資
金
運
用
も
、
安
全
・
確
実
な
国
内
事
業
を
中
心

と
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
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(4)
財
政
投
融
資
計
画
は
、
資
金
運
用
部
の
国
債
引
き
受
け
等
を
計
画
対
象
と
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
財
政
投
融
資
制
度
全
体
の
資
金
の

流
れ
は
財
政
投
融
資
計
画
だ
け
で
は
把
握
で
き
な
い
。

(
5
)
工
藤
弘
子
「
N
P
M
理
論
の
展
開
」
日
本
計
画
行
政
学
会
『
計
画
行
政
第
二
二
巻
第
二
号
』
(
一
九
九
九
年
七
月
)
一
七
一
八
頁
。

(
6
)
大
住
荘
四
郎
『
ニ
ュ

l
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
)
一
|
一
二
貝
。

(
7
)
湯
沢
威
「
国
営
化
・
民
営
化
と
戦
後
経
済
の
軌
跡
」
服
部
正
治
、
西
沢
保
編
著
『
イ
ギ
リ
ス
一

O
O
年
の
政
治
経
済
学
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
7
書
房
、

一
九
九
九
年
)
二
O
五
|
二
三
O
頁。

(
8
)
大
住
荘
四
郎
・
前
掲
註

(6)
四
五
l
五
六
頁
。

(9)
宮
脇
淳
『
公
共
経
営
の
創
造
』

(
P
H
P
、
一
九
九
八
年
)
一
一
一
一
O
i
一
四
五
頁
。

(
叩
)
工
藤
弘
子
・
前
掲
註

(
5
)

一
八
二
六
頁
。

(
日
)
田
辺
国
昭
「
政
策
評
価
」
森
田
朗
編
『
行
政
学
の
基
礎
』
(
岩
波
書
脂
、
一
九
九
八
年
)
二
八
四
頁
。

(
ロ
)
従
来
の
公
会
計
で
は
、
コ
ス
ト
と
し
て
支
払
わ
れ
た
分
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
提
供
さ
れ
た
と
の
前
提
に
立
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
評
価
と

コ
ス
ト
の
関
係
は
、
コ
ス
ト
の
支
払
い
分
と
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
分
は
当
然
に
は
一
致
し
な
い
前
提
に
立
つ
。
そ
の
上
で
、
成
果
進
行
基
準
、

コ
ス
ト
進
行
基
準
、
期
間
進
行
基
準
等
の
基
準
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
分
を
支
払
い
分
と
リ
ン
ケ
イ
ジ
さ
せ
る
考
え
方
等
が
採
用
さ
れ
る
。

(
日
)
大
住
荘
四
郎
・
前
掲
註

(
6
)
五
六
|
七
六
頁
。

(凶

)
0
・5
E
5
8
=咽
叶
Z
m
開

B
E
E
n
E
S
E
-
0
5
0
2苦
E
Z
E一
E
S
P
Z
R
E
P
P
-
邑
。
E
-
P
E
E
-
口
開
唱
2
2
8日間
(
Z
2
J
E
E
-
-
温凶・

(
日
)
巧
・
呂
田

r
g
g
-
∞E
5
8
Q将
司
包

ι
m
8
5田町三
E
F
C
口
。
。
5
3
5白ロ
F

〉一色口問自〉門町四円向。=】(nEgmC)
昌
三
-

(
団
)
行
政
資
源
を
媒
介
要
因
と
す
る
行
政
組
織
の
硬
直
化
問
題
を
典
型
的
に
示
す
具
体
的
事
例
が
、
二
O
O
O
年
五
月
北
海
道
庁
で
発
生
し
て
い

る
。
北
海
道
庁
を
舞
台
と
し
た
公
共
事
業
の
談
合
問
題
が
公
正
取
引
委
員
会
の
調
査
に
よ
り
明
ら
か
と
な
り
、
過
去
最
高
の
二
九
七
社
の
業
者

が
独
占
禁
止
法
違
反
で
の
排
除
勧
告
を
受
入
れ
、
全
国
で
初
の
「
官
製
談
合
」
を
認
定
し
た
勧
告
が
確
定
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
北
海
道
庁
の

談
合
問
題
で
は
、
道
庁
か
ら
の
天
下
り
人
数
や
天
下
り
の
年
齢
に
よ
っ
て
事
業
金
額
を
別
枠
で
確
保
す
る
(
年
齢
の
若
い
職
員
を
天
下
り
と
し

て
引
き
受
け
た
方
が
、
相
対
的
に
確
保
で
き
る
事
業
金
額
の
枠
が
大
き
い
)
等
の
措
置
が
道
庁
側
で
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
官
製
談
合
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
実
態
に
お
い
て
も
、
行
政
に
お
け
る
人
事
権
と
予
算
編
成
権
の
力
の
強
さ
が
再
認
識
さ
れ
る
。
行
政
の
人
事
政
策
、

退
職
管
理
政
策
の
一
環
と
し
て
民
間
企
業
も
巻
き
込
ん
だ
公
共
事
業
の
発
注
や
予
算
措
置
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
入
札
方
式
の
改
善

号A

iil間
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だ
け
で
は
問
題
が
解
決
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
問
題
の
根
元
は
、
縦
割
り
構
造
の
な
か
で
人
事
権
と
予
算
の
確
保
が
組
織
ご
と

に
独
占
的
と
な
る
隔
絶
さ
れ
た
媒
介
要
因
が
存
在
し
た
こ
と
と
、
行
政
組
織
全
体
と
し
て
の
情
報
共
有
や
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
働
い
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
本
質
の
問
題
点
が
あ
る
。

(
げ
)
田
辺
国
昭
・
前
掲
註
(
日
)
二
八
九
|
二
九
三
頁
。

(
凶
)
橋
本
信
之
「
音
ω

思
決
定
」
森
田
朗
編
『
行
政
学
の
基
礎
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
八
年
)
二
六
O
頁
。

(ω)
宮
脇
淳
『
財
政
投
融
資
の
改
革
』
(
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
五
年
)
四
六
|
五
三
頁
。

(
却
)
{
呂
脇
淳
・
前
掲
註
(
日
)
五
一
一
一
i
七
九
頁
。

(
幻
)
こ
う
し
た
方
式
は
、
単
に
全
額
預
託
制
度
を
維
持
す
る
と
い
っ
た
制
度
面
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
実
際
に
自
主
運
用
資
金
を
運
用
す
る
際
、

資
金
運
用
部
の
長
期
固
定
金
利
制
度
に
運
用
コ
ス
ト
等
が
拘
束
さ
れ
る
な
ど
の
問
題
点
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
。

(
勾
)
簡
易
生
命
保
険
資
金
の
制
度
的
特
性
に
つ
い
て
は
、
{
呂
脇
淳
・
前
掲
註
(
山
山
)
六
五
l
六
八
頁
。

(
幻
)
宮
脇
淳
・
前
掲
註
(
凶
)
八
O
|
九
一
頁
。

(
出
)
資
金
運
用
部
か
ら
財
投
対
象
機
関
へ
の
運
用
条
件
は
機
関
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
一
機
関
に
対
し
て
は
単
一
的
な
条
件
で
の
資
金
運
用

が
基
本
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
据
え
置
き
期
間
、
固
定
金
利
制
度
、
繰
り
上
げ
返
済
不
可
と
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
宮
脇
淳
・
前
掲
註
(
M
N
)

九
一
!
一
O
O
頁
。

(
出
)
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ス
ク
は
、
長
期
の
資
金
運
用
を
行
っ
て
き
た
財
投
対
象
機
関
ほ
ど
大
き
く
な
る
傾
向
を
持
つ
。
七
年
未
満
の
資
金
運
用

が
主
体
と
な
っ
て
い
る
国
民
金
融
公
庫
や
中
小
企
業
金
融
公
庫
等
の
機
関
で
は
あ
ま
り
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
い
。

(
幻
)
住
宅
金
融
公
庫
に
対
す
る
住
宅
ロ

l
ン
借
入
者
の
期
限
前
返
済
は
制
度
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
住
宅
金
融
公
庫
か
ら
資
金
運
用

部
へ
期
限
前
返
済
さ
れ
た
資
金
の
更
な
る
繰
り
上
げ
返
済
は
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
住
宅
金
融
公
庫
は
資
金
運
用
部
か
ら
借

り
入
れ
た
期
間
の
残
存
期
間
を
相
対
的
に
短
期
資
金
と
し
て
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
基
本
的
に
損
失
が
生
じ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

(
祁
)
新
財
投
に
関
し
て
は
、
前
掲
註
(
お
)
参
照
。

(
却
)
吉
田
寛
「
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
公
会
計
の
役
割
」
隅
回
一
豊
編
著
『
八
ム
会
計
改
革
の
基
軸
』
(
税
務
経
理
協
会
、

六
頁
。

(
却
)
碓
井
光
明
「
財
政
投
融
資
制
度
の
課
題
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一

財政投融資制度改革が行財政運営等'に与える影響の考察

一
八
O
号
(
有
斐
閣
、

二
O
O
O
年
六
月
一
五
日
号
)

一
九
九
八
年
)

四
一
頁
。
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説

(
訂
)
政
策
コ
ス
ト
分
析
で
は
、
財
政
投
融
資
計
画
に
基
づ
く
貸
付
金
等
が
全
て
回
収
さ
れ
る
期
間
を
前
提
に
、
①
一
般
会
計
等
か
ら
の
繰
入
に
つ

い
て
そ
の
投
入
総
額
を
割
引
現
在
価
値
に
換
算
す
る
こ
と
、
②
固
か
ら
の
出
資
金
や
無
利
子
貸
付
金
は
対
象
期
間
内
に
全
額
一
般
会
計
等
に
返

還
さ
れ
る
と
想
定
し
、
同
時
に
割
引
現
在
価
値
に
換
算
す
る
。
欠
損
金
等
が
あ
る
場
合
は
出
資
金
を
減
額
し
利
益
準
備
金
が
あ
る
場
合
に
は
増

額
す
る
等
の
仮
定
計
算
が
実
施
さ
れ
る
。
コ
ス
ト
分
析
に
お
い
て
は
、
コ
ス
ト
把
握
の
前
提
と
な
る
特
殊
法
人
等
の
財
務
会
計
情
報
の
整
備
・

充
実
が
必
要
と
な
る
。
吉
田
寛
・
前
掲
註
(
却
)
。

(
辺
)
二

O
O
一
年
度
財
政
投
融
資
計
画
の
概
算
要
求
段
階
で
は
、
財
投
機
関
債
を
発
行
す
る
財
投
対
象
期
間
は
日
本
政
策
投
資
銀
行
等
一
五
機
関
、

総
額
八
0
0
0
億
円
程
度
と
な
っ
て
い
る
。

(
お
)
国
の
行
う
資
金
調
達
に
つ
い
て
は
使
途
に
関
わ
ら
ず
同
一
債
券
で
体
系
的
に
発
行
す
る
こ
と
が
基
本
と
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
国
債
、
地
方

債
も
発
行
根
拠
法
及
び
発
行
す
る
会
計
別
に
区
分
け
せ
ず
一
体
発
行
の
方
式
が
採
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
発
行
等
実
務
面
に
お
い
て
も

既
存
の
国
債
に
関
す
る
市
場
の
イ
ン
フ
ラ
が
活
用
で
き
る
利
点
は
存
在
す
る
。

(
担
)
建
設
国
債
等
の
普
通
国
債
は
利
払
い
及
び
償
還
の
財
源
を
将
来
の
租
税
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
財
投
債
の
場
合
、
会
計
上
の
姿
と
し
て
は

見
合
い
の
財
投
対
象
機
関
へ
の
融
資
等
債
権
が
存
在
す
る
た
め
一
般
政
府
の
債
務
と
は
認
識
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
財
投
対
象
機
関
か
ら
の
返

済
資
金
の
財
源
と
し
て
実
質
上
一
般
会
計
予
算
等
の
租
税
資
金
に
依
存
す
る
状
況
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

(
お
)
碓
井
光
明
・
前
掲
註
(
幻
)
四
二
四
三
頁
。

(
お
)
財
投
債
の
減
債
制
度
等
財
投
債
の
管
理
政
策
の
検
討
も
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

(
幻
)
「
暗
黙
の
信
用
力
」
の
場
合
、
政
府
の
当
該
機
関
に
対
す
る
姿
勢
の
非
制
度
的
変
化
に
よ
っ
て
も
大
き
く
変
動
す
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

(
犯
)
工
藤
裕
子
「
N
B
M
理
論
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
展
開
と
適
用
」
『
行
政
管
理
研
究
』
(
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
九
年
九
月
号
)

(却
)
E
I
B
の
仕
組
み
を
簡
単
に
み
る
と
、
次
の
と
お
り
と
な
る
。
原
資
は
、
日
本
の
政
策
金
融
機
関
の
よ
う
に
、
郵
便
貯
金
・
年
金
資
金
等
の

公
的
資
金
に
基
本
的
に
依
存
す
る
形
で
は
な
く
、
資
本
市
場
に
お
け
る
債
券
発
行
に
よ
っ
て
調
達
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
融
資
対
象
は
、

公
共
部
門
、
民
間
部
門
の
両
者
に
わ
た
っ
て
お
り
、
地
域
開
発
か
ら
社
会
資
本
整
備
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
至
る
ま
で
広
範
な
領
域
を
カ
バ
ー
し
て

い
る
。
政
策
コ
ス
ト
は
、

E
U
で
負
担
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ご
と
に
加
盟
国
が
保
証
等
を
行
う
こ
と
で
、
債
権
保
全
が
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に、

E
I
B
で
は
、

T
E
N
S
(開
E
g宮
2

5
叫
『
白

2
2
2
E
B
口
町
言
。
『
宮
)
と
呼
ば
れ
る
、
鉄
道
、
道
路
、
送
電
線
等

E
U
全
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

的
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
向
け
た
資
金
供
給
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
九
六
年
べ

l
ス
で
は
、
具
体
的
に
は
、
電
信
網
整
備
に
六
・
五
億
E

C

U

(
約

邑ふ

両岡
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九
五

O
億
円
一
一

e
c
u
H
一
四
六
円
で
換
算
)
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
産
と
輸
送
施
設
に
四
億
E
C
U
(
約
五
八
四
億
円
一
同
)
等
と
な
っ
て
い
る
。

(
刊
)
デ
ィ
フ
ォ
ル
ト
が
な
い
場
合
で
も
破
産
等
組
織
の
継
続
性
が
維
持
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
、
ま
た
破
産
し
た
場
合
で
も
す
べ
て
の
債
権
が
デ
イ

フ
ォ
ル
卜
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

財政投融資制度改革が行財政運営等に与える影響の考察
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Consideration of influence which reformation of system 

of treasury investment and loan gives to administrative 

function and financial management 

Atsushi MIY A W AKI * 

As for the treasury inv巴stmentand loan system， a drastic reformation is done with 

the reorganization of government ministries and agencies in January. 2001. The 

treasury investment and loan system entered出eage of a big revolution. 

Th巴treasuryinvestment and loan system located in the middle of the financial policy 

and the money market is a system by which “Reserve fund system" founded at the 

Meiji era is assumed to be an origin. The treasury investment and ¥oan system has 

contributed to the economic growth of Japan and the enhancement of basic 

maintenance of national life though is also the age assumed to be a means of the war 

expenditure procurement at prewar days. This system is a system which financially 

uses th巴capitalprocured from the market in finance， and has supported the expansion 

and the div巴rsificationof the financial policy area仕omthe capital side 

However， it is a system by which the history which repeated the expansion of financ巴

and securing a financial rule was piled up on th巴otherhand. The problem by which the 

distortion and the non-performing asset of the resource distributio口紅eheld in such a 

history has b巴巴ninvolved to th巴treasuryinv巴stmentand loan system. 

A market mechanism and a competing principle are used and the new treasury 

* Professor Hokkaido University 
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investment and loan system which st紅白 inApril， 2001 reviews the management 

standard仕omthe side of a financial reformation and administrative reformation. The 

new treasury investment and loan system influences the policy formation in addition to 

an administrative function and financial management. In addition， the funds procurem-

ent by the treasury investments and loan bond and the fortune speculation barrier bond 

issued in the new住easuryinvestment and loan system becomes a factor to change the 

confidence structure of a public section， The treasury investments and loan bond is 

issued as a kind of the national debt. Therefore， there is an anxiety where loosening of a 

financial rule is caused in relating to Article 4 of a financial method， too Moreover， the 

fortune speculation barrier bond becomes an opportunity when a new direction where 

the revenue bond and the Asset bond are introduced is examined 

The capital which becomes funds of the new treasury investment and loan system 

improves liquidity and the change. Therefore， the n巴wtreasury investment and loan 

system needs出eexplanation responsibility as the whole and the pursuit of information 

sharing. The reformation of the treasury inv巴stmentand loan system has the flow of the 

NPM theory to which Europe was mainly formed in 1980's in the basis. 

This editorial arranges the character of the treasury investment and loan system 

reformatIon in the comparison of old and new systems， and takes a general view of the 

influence which the new treasury inv巴stm巴ntand loan system gives to the administra-

tion and finance management in the future on that. 

Atsushi Miyawak.i， Hokkaido University 
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